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１ 法人の長によるメッセージ 

 2021年（令和3年）4月、私たち埼玉県立病院は、地方独立行政法人埼玉県立病院機構（以下「埼玉県立病院機構」という。）として新たなスタートを切りました。コロナ禍

というかつて経験したことのない社会背景の変化、医療体制の混乱の中での船出となりましたが、皆様のお力添えもあり、機構の運営は軌道に乗りつつあります。 

 県立４病院（循環器・呼吸器病センター、がんセンター、小児医療センター、精神医療センター）は、それぞれが３次医療機関の専門病院として、これまで民間の医療機関

では対応が困難な高度・専門的医療や不採算な救急・小児・周産期・精神医療などの政策医療を提供してきました。人口当たりの医師数や看護師数が全国最下位という医療資

源の脆弱な埼玉県において、県民の皆様の健康を守るべく、埼玉県の中核的な医療機関としてその役割を果たしてきました。 

地方独立行政法人化にあたり、埼玉県知事から埼玉県立病院に対して、大きく３つの指示がありました。高度専門・政策医療の持続的提供と地域医療への貢献、人材の確保

と育成・優れた組織づくり、経営基盤の強化です。法人制度の特長や優位性を活かした取組により、本県の医療水準の向上に貢献し、県民の健康の確保及び増進に寄与できる

よう日々努めています。 

 具体的な取組としては、高度専門的な医療人材を集めて効率的かつ質の高い医療の提供につなげることを目的に、医師を中心とした人材確保を進めました。これにより地域

の医療機関に向けて新たに医師を派遣することが可能となり、県内の小児救急医療輪番体制の空白地域を埋めるなど、地域医療体制の整備のお手伝いをしています。さらに看

護師の増員を図るとともに、コメディカル全体の処遇改善にも取り組んでいます。 

 また、県民の方々に良質な医療を提供するための取組の一つとして、４病院の診療現場では待ち時間の短縮や医療安全の向上などのＴＱＭ（Total Quality Management）活

動を推進しています。各病院の診療現場から発案されるボトムアップによるこれらの改善活動は、機構の他病院も参加する報告会で共有され、日々の業務改善につなげていま

す。 

機構の運営における意思決定では、経営指標の推移や年度計画の目標値を含む重要業績指標（KPI）の推移について、未来志向で検討を行っています。それぞれの指標の実績

値を把握するとともに、常に検証を行って客観的に評価し次の行動につなげる、いわゆるＰＤＣＡサイクルを回す仕組みを取り入れた運営を行っています。 

今後も県からの負託に応えるとともに、県民の皆様から期待され、信頼される県立病院となれるよう職員一同努力してまいります。 

 

 

地方独立行政法人埼玉県立病院機構 

理事長 岩中 督 
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２ 法人の目的、業務内容 

（１） 法人の目的（地方独立行政法人埼玉県立病院機構定款第１条） 

埼玉県立病院機構は、地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）に基づき、埼玉県の医療政策として必要とされる高度専門医療等を提供するとともに、地域との連

携により県内の医療水準の向上に貢献し、もって県民の健康の確保及び増進に寄与することを目的としています。 

 

（２） 業務内容（地方独立行政法人埼玉県立病院機構定款第１６条） 

 当法人は、次に掲げる業務を行います。 

ア 医療を提供すること。 

イ 医療に関する調査及び研究を行うこと。 

ウ 医療に関する技術者の研修を行うこと。 

エ 医療に関する地域への支援に関すること。 

オ 災害時における医療救護に関すること。 

カ 上記に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 
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３ 政策体系における法人の位置づけ及び役割（ミッション） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉県の人口は戦後一貫して増加を続けていたが、間もなく減少に転じるとともに、令和12 年（2030 年）にかけて、全国で最も速いスピードで後期高齢者が増加

すると見込まれており、それに伴い、疾病構造の変化や医療ニーズの変化が見込まれている。 

一方で、医療技術の進歩に伴い、高齢者へ対応可能な低侵襲の治療や、がんゲノム医療など新たな技術や新薬も次々と開発されており、患者の受けることができる医

療サービスの質の更なる向上も見込まれている。 

 

 

埼玉県では、「埼玉県５か年計画 ～日本一暮らしやすい埼玉へ～（令和4 年度～令和8 年度）」において、以下の施策を掲げている。 

①全ての県民が県内各地域において、いつでも必要な医療サービスを受けられるよう、医療機関の機能分化と連携を進め、効率的な医療提供体制の構築 

②周産期医療や小児救急医療、救急搬送などの体制を強化するため、医療機能の整備や医師の派遣などにより体制の充実 

③近年激甚化・頻発化する台風や豪雨等の災害に対応するため、災害時に拠点となる病院の整備など災害医療体制の強化 

それらの施策の下、県立病院に対しては、社会環境の変化に柔軟かつ弾力的に対応しながら、県民に対し、民間病院では提供できない不採算な小児、救急など高度専

門・政策医療等を、将来にわたり安定的かつ継続的に提供していくことを求めている。 

 

 

埼玉県は、人口１０万人当たりの医師数及び一般病床数が全国で最も少なく、患者の受療動向は近都県へ流出超過している。 

そのような状況下において、埼玉県立病院機構は、埼玉県知事からの以下の指示事項に対して真摯に取り組むことで、県の医療水準を向上させるとともに、県民の健

康の確保・増進に寄与していく。 

 ① 医療サービス・業務の質の向上 

高度専門・政策医療の持続的提供と地域医療への貢献 

▸ がんゲノム医療・ロボット支援手術・医師派遣 
▸ 患者サービスの向上・最適な医療の提供 
▸ 県の保健医療行政への協力・災害発生時の支援 

 ② 人材の確保・業務運営体制の改善 

人材の確保と資質の向上、優れた組織づくり 

 ▸ 医師をはじめとした医療人材の確保 
 ▸ 優れた人材の育成・職員の経営参画意識の向上 
 ▸ 勤務環境の向上・医療安全対策 

 ③ 財務内容の改善 

中期目標期間内の経常収支の均衡 

 ▸ 収入の確保・費用の削減 
 ▸ 業務運営の効率化 
 ▸ 県立病院の使命を果たすための経営基盤の確立  

社会環境の変化 

埼玉県の医療施策 

埼玉県立病院機構が果たすべき役割 
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４ 中期目標 

（１） 概要（第１期中期目標（令和３年４月～令和８年３月）） 

埼玉県立循環器・呼吸器病センター、埼玉県立がんセンター、埼玉県立小児医療センター及び埼玉県立精神医療センター（以下「県立病院」という。）は、それぞれの専門性

に応じて全県を対象とした高度専門医療等を提供し、県民の健康を支える上で極めて重要な役割を担ってきました。 

 しかし、少子高齢化や疾病構造の変化などに伴う県民の医療ニーズの多様化・高度化、地域医療構想や地域包括ケアシステムの進展、社会保障制度改革の要請など県立病院

を取り巻く環境は大きく変化しています。 

 また、働き方改革による労働者意識の変化、企業側のコンプライアンス意識の向上、ＡＩやＩｏＴをはじめとする技術革新など、社会全体でもめまぐるしい変化が起きてい

ます。 

 さらに、新型コロナウイルス感染症の患者が県内で多数発生したように、グローバル化の進展により、海外で流行している感染症の国内感染リスクが高まっている状況を踏

まえ、新たな感染症などが発生した場合に備えた医療提供体制の整備充実が求められています。 

 県立病院はこうした変化に柔軟かつ弾力的に対応しながら、県民に対し、民間病院では提供できない不採算な小児医療及び救急医療や感染症などの高度専門医療等を将来に

わたり安定的かつ継続的に提供していかなければなりません。 

 埼玉県立病院機構には県の医療政策として必要とされる高度専門医療等を確実に提供し、医療環境の変化に対応しながら県民の医療ニーズに応える良質な医療を提供すると

ともに、地域との連携により本県における医療水準の向上に貢献し、もって県民の健康の確保及び増進に寄与していくことが強く求められています。 

埼玉県知事の定める中期目標において、地方独立行政法人制度の特長であるガバナンス、人材確保、財務面などの優位性を最大限に活かし、埼玉県立病院機構が達成すべき

業務運営の目標や方向性を示しています。 

詳細につきましては、第一期中期目標（https://www.saitama-pho.jp/documents/1029/dai1kityuukimokuhyou.pdf）を御覧ください。 

 

（２） 一定の事業等のまとまりごとの目標 

 中期目標における、一定の事業等のまとまりごとの目標は以下のとおりです。 

一定の事業等のまとまり 目標 

１ 県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 （１）高度専門・政策医療の持続的提供と地域医療への貢献 
（２）患者の視点に立った医療の提供 
（３）安全で安心な医療の提供 

２ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 （１）優れた経営体に向けた組織づくり 
（２）人材の確保と資質の向上 
（３）経営基盤の強化 

３ 財務内容の改善に関する事項 中期目標期間内に経常収支の均衡 

４ 県の保健医療行政への協力と災害発生時の支援 新たな感染症や大規模災害発生時に関係機関との連携及び迅速な対応 

５ その他業務運営に関する重要事項 （１）法令・社会規範の遵守 
（２）計画的な施設及び医療機器の整備 
（３）埼玉県立精神医療センター建替えの検討 
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５ 法人の長の理念や運営上の方針・戦略等 

【法人の長の理念】 

埼玉県立病院機構は、少子高齢化に伴う社会背景の変化、医療環境、疾病構造の変化を踏まえ、医療人材を安定的に確保しながら、県立病院が抱えていた課題に迅速かつ柔

軟に対応するために、令和３年４月から地方独立行政法人として歩み出しました。地方独立行政法人化後も、埼玉県の医療政策として必要とされる高度専門医療等を提供する

とともに、地域との連携により県内の医療水準の向上に貢献し、もって県民の健康の確保及び増進に寄与いたします。 

 

【運営方針等】 
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６ 中期計画及び年度計画 

 中期目標を達成するための中期計画と当該計画に基づく年度計画を作成しています。中期計画と当事業年度に係る年度計画との関係は以下のとおりです。 

 詳細につきましては、第１期中期計画（https://www.saitama-pho.jp/documents/1029/dai1kityuukikeikaku.pdf）及び令和４年度年度計画（https://www.saitama-pho.jp/

documents/1029/reiwa4nendokeikaku.pdf）を御覧ください。 

 

第１期中期計画と主な指標等 令和４年度年度計画と主な指標等 

第１ 中期計画の期間 第１ 年度計画の期間 

令和３年４月１日から令和８年３月３１日までの５年間 令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの１年間 

第２ 県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ 高度専門・政策医療の持続的提供と地域医療への貢献 

・県立病院の有する医療資源を効率的に活用し、それぞれの病院機能に応じた質の

高い医療をより多くの県民に持続的に提供するとともに、社会的な要請について

も医療資源を有効に活用して対応する。また、感染対策を徹底し、院内感染の防止

を図ることで、高度専門医療の提供体制を維持する。 

・医療水準の向上のための調査、研究及び教育研修を行うとともに、新たな医療課題

やＡＩ・ＩｏＴをはじめとする技術革新に速やかに対応する。 

・在宅医療への移行や緊急時の後方支援など地域包括ケアシステムの構築に資する

取組を行う。 

・地域における医療ニーズに適切に対応するため、病病連携・病診連携・病薬連携の

強化を図り、地域医療機関との前方後方連携並びに機能分担を推進し、患者の紹介

率・逆紹介率の向上に努める。 

 

 

 

・県立病院の有する医療資源を効率的に活用し、それぞれの病院機能に応じた質の

高い医療をより多くの県民に持続的に提供するとともに、社会的な要請について

も医療資源を有効に活用して対応する。 

・医療水準の向上のための調査、研究及び教育研修を行うとともに、新たな医療課題

やＡＩ・ＩｏＴをはじめとする技術革新に速やかに対応する。 

・在宅医療への移行や緊急時の後方支援など地域包括ケアシステムの構築に資する

取組を行う。 

・地域における医療ニーズに適切に対応するため、病病連携・病診連携・病薬連携の

強化を図り、地域医療機関との前方後方連携並びに機能分担を推進し、患者の紹介

率・逆紹介率の向上に努める。 

 

 

 

 

【目標値】紹介率

病院名 令和元年度実績 令和７年度目標

循環器・呼吸器病センター 75.9% 85.0%

がんセンター 98.1% 98.0%

小児医療センター 84.4% 85.0%

精神医療センター 48.4% 58.0%

【目標値】紹介率

病院名 令和元年度実績 令和４年度目標

循環器・呼吸器病センター 75.9% 79.7%

がんセンター 98.1% 98.0%

小児医療センター 84.4% 85.0%

精神医療センター 48.4% 54.8%



7 

 

  

 (1) 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 

・循環器・呼吸器系疾患の専門病院として高度専門医療を提供するとともに、県北地

域の急速な高齢化に対応した医療機能や専門領域の救急医療などの充実に努め

る。 

・埼玉県急性期脳梗塞治療ネットワーク（ＳＳＮ）基幹病院として、脳卒中患者を積

極的に受け入れる。 

・消防本部との連携を強化し、心筋梗塞をはじめとする緊急性の高い救急患者に２

４時間３６５日対応する体制をとり、救急隊からの患者受入要請に応える。 

・全ての診療科において、患者の病態に合わせ、低侵襲かつ安全で質の高い医療を提

供する。 

・第二種感染症指定医療機関として、結核や新型インフルエンザをはじめとする感

染症医療を提供するとともに、新型コロナウイルス感染症のような新たな感染症

にも対応する。 

・地域の関係機関と連携し、緩和ケアに対する患者や医療従事者の理解を深め、適切

な緩和ケア医療を推進する。 

・地域の医療従事者を対象とした公開研修を積極的に実施するなど地域間における

医療機能の向上と連携に努める。 

 

 

・県北地域の高齢化の進展に対応するため、全ての診療科において、患者の病態に応

じた低侵襲かつ安全で質の高い医療を提供する。 

・埼玉県急性期脳梗塞治療ネットワーク（ＳＳＮ）基幹病院として、t-ＰＡ療法に加

え、血栓回収療法や開頭手術などの高度な治療を提供することにより、治療困難な

脳動脈瘤、脳梗塞、脳腫瘍、血管奇形などの様々な疾患患者の受入拡大を図る。 

・消防本部との連携を強化しながら、循環器系・呼吸器系の緊急性の高い救急患者に

２４時間３６５日対応する体制をとり、救急患者を積極的に受入れ、断らない救急

に努める。 

・手術が困難な重症大動脈弁狭窄症や僧帽弁逆流症の患者に対しては、病態に合わ

せたＴＡＶＩやマイトラクリップなどの最適な医療を提供する。 

・第二種感染症指定医療機関として、結核や新型インフルエンザをはじめとする感

染症医療を提供する。また、新型コロナウイルス感染症に対応する重点医療機関と

して、通常診療を継続しながら患者を積極的に受け入れるための機動的な病床運

営を行う。 

・地域の関係機関と連携し、緩和ケアに対する患者や医療従事者の理解を深め、適切

な緩和ケア医療を受けられるよう支援する。 

・地域の医療機関・関係機関等を積極的に訪問し、連携の現状や課題について意見交

換を行うほか、地域の医療従事者に向けて、主にオンラインによる公開研修を開催

し、信頼関係の構築に努める。 

・患者に関する医薬品情報を保険薬局に適切に提供し、病薬連携の強化を図る。 

・ ＴＱＭ推進室では、院内各セクションの業務改善の気運を醸成し、各セクション

の医療の質の向上に対する取組を支援する。 

・夏季の病床利用率を上げるための取組について検討し、実施する。【困難度高】 

・年度内に予定されているリハビリ訓練室の移転拡張にあわせて、より多くの患者

【目標値】逆紹介率

病院名 令和元年度実績 令和７年度目標

循環器・呼吸器病センター 77.5% 80.5%

がんセンター 58.9% 64.0%

小児医療センター 40.9% 50.0%

精神医療センター 61.8% 62.0%

【目標値】逆紹介率

病院名 令和元年度実績 令和４年度目標

循環器・呼吸器病センター 77.5% 78.7%

がんセンター 58.9% 61.0%

小児医療センター 40.9% 44.0%

精神医療センター 61.8% 61.8%

【目標値】公開研修の年間開催回数

病院名 令和元年度実績 令和７年度目標

循環器・呼吸器病センター ４９回 ６５回
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にリハビリを提供できるよう準備を進める。 

・機器の更新にあわせて、高精度な放射線治療を提供できるよう準備を進める。 

 

(2) 埼玉県立がんセンター 

・がん医療の中核的な病院として、難治性がん、希少がんをはじめ、がんに関する高

度専門医療を提供する。 

・都道府県がん診療連携拠点病院として、地域の医療機関と連携し、技術的支援やが

ん患者とその家族に対する相談支援を実施する。 

・先進的ながん治療として、患者への負担が少ないロボット支援下手術の積極的な

導入やがん以外の正常組織への影響が最小限となるような高精度な放射線治療を

実施する。 

・薬剤師や治験コーディネーターなど治験管理室の体制を充実させることで、新規

治験の受託件数を増やし、新薬・新規化学療法の開発に貢献する。 

・がんゲノム医療拠点病院として、連携病院とも協力しつつ、がんゲノム医療を積極

的に推進する。 

・総合内科の体制を充実させ、心疾患や糖尿病等の合併症のあるがん患者の受入れ

を強化する。 

・県内がん医療の中核的な拠点として、治療困難な難治性がん、希少がんの患者を受

け入れ、高度専門医療を提供する。 

・都道府県がん診療連携拠点病院として、地域の医療機関への情報提供、研修等をＷ

ｅｂの活用も含めて実施する。 

・入院前から退院後までシームレスに続く患者サービスを提供するため、入退院支

援センターと地域連携・相談支援センターを一体とした「患者サポートセンター」

を設置する。 

・先進的ながん治療として、患者への身体的負担の少ないダヴィンチ等を用いた低

侵襲のロボット支援下手術を積極的に実施するため、対象となる治療の拡大に努

める。 

・がん以外の正常組織への影響が最小限となる放射線治療体制を充実させるため、

高精度なリニアック装置へ更新する。ＡＩを活用した治療計画プログラムの導入

により、ＩＭＲＴの治療計画に要する時間短縮を図り、これに見合った人員を配置

項目 令和元年度実績 令和４年度目標

公開研修の年間開催回数 49回 56回

救急車による救急患者数

【困難度高】
1,887人 1,950人

ハイブリット手術室を用いた脳神

経外科カテーテル治療件数
4件 35件

肺がん、気胸などに対する単孔式

またはそれに準じた胸腔鏡手術件

数

2件 12件

ＳＨＤ（構造的心疾患）に対する

カテーテル治療件数
104件 125件

大動脈解離に対する低侵襲ステン

トグラフト内挿術件数
15件 20件

ＴＱＭ通信の発行回数 0回 3回

【目標値】循環器・呼吸器病センター
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・サルコーマ（肉腫）、原発不明がんなど均てん化されない（治療が困難なため対応

できる医療機関が限られる状態）希少がんについて、全県からの受入体制を充実さ

せる。 

・臨床腫瘍研究所においては、多角的な視点からがん撲滅につなげる専門研究を進

め、研究成果を速やかに臨床現場へつなげることを目指すとともに、将来のがん研

究に携わる未来の科学者の育成にも努める。 

 

 

しより多くの患者さんに対応できる体制を整える。 

・治験に積極的に参加し、新規治験の受託件数の確保や、新薬・新規化学療法の開発

に貢献するため、治験管理室の職員体制の検討を進める。 

・がんゲノム医療拠点病院として、連携病院とも協力しつつ、がんゲノム医療を積極

的に推進する。 

・がんゲノム医療連携病院が参加するエキスパートパネルを週１回開催し、月１０

件以上を目標に遺伝子パネル検査の結果について検討を行う。 

・総合内科の体制を充実させるとともに、心疾患や糖尿病等の合併症のあるがん患

者の受入れを強化する。 

・サルコーマ（肉腫）、原発不明がんなど治療が困難なため対応できる医療機関が限

られる希少がんについて、積極的に前方連携を行い全県からの受入れ体制を充実

させる。 

・医師等を対象とした研修の実施や協議会の開催など、県内の医療機関との機能分

担や連携・協働を行う。 

・国や県のがん対策に資するため、全国がん登録及び院内がん登録を着実に実施す

る。 

・臨床腫瘍研究所においては、多角的な視点からがん撲滅につなげる専門研究を進

め、研究成果を速やかに臨床現場へ繋げることを目指すとともに、将来のがん研究

に携わる未来の科学者の育成にも努める。この達成に向けて国等の新規研究費の

獲得に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病院名 令和元年度実績 令和７年度目標
がんセンター ２０６件 ４００件

【目標値】手術支援ロボット（ダヴィンチ）使用件数

項目 令和元年度実績 令和４年度目標

手術支援ロボット（ダヴィンチ）

使用件数
206件 325件

手術件数 3,898件 3,910件

ＩＭＲＴ（強度変調放射線治療）

患者数【困難度高】
298人 330人

エキスパートパネル症例検討数

【困難度高】
20件 130件

新規治験件数 30件 30件

外部資金獲得件数（新規・継続） 5件 7件

ＴＱＭ掲示板更新回数 0回 4回

【目標値】がんセンター
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(3) 埼玉県立小児医療センター 

・小児専門病院として、地域医療機関で対応が困難な小児疾患に関する高度専門医

療を提供する。 

・総合周産期母子医療センターとして、さいたま赤十字病院と連携した周産期医療

の充実を図るとともに、小児救命救急センターとして小児の第三次救急医療を提

供する。 

・小児がん拠点病院として、がんゲノム医療やＣＡＲ－Ｔ細胞療法を実施し、地域全

体の小児・ＡＹＡ世代のがん医療及び支援に取り組む。 

・さいたま赤十字病院と連携して小児生体肝移植を行い、高度で先進的な小児医療

を提供する。 

・小児期発症の病気を抱えたまま成人年齢に達した患者が年齢に見合った包括的な

医療を受けられるよう、移行期医療支援センターの仕組みを活用した取組を推進

する。 

・早期の発見が重要とされる先天性代謝異常等について、県内新生児を対象とした

検査を実施し、保健予防に努める。 

・予防接種においては、基礎疾患や合併症などにより地域での実施が困難な子供の

みならず、海外渡航をする子供に対しても実施し、疾病予防に努める。 

・地域で活動している小児保健関係者に対する情報提供や相談対応を行う。 

・県内の療育機関等と連携し、発達支援のための教育や情報提供を行う。また、発達

や行動特性等の養育の悩みを有する家族に対する教育活動に努める。 

・地域医療支援病院として、地域の拠点病院へ医師を派遣し、医療水準の向上と医療

体制の整備に貢献する。 

・県と連携して教育・研修体制の充実を図り、もって将来の小児医療を担う人材の育

成により地域医療へ貢献する。 

・小児のサブスペシャリティ領域専門医（小児血液がん、小児神経、小児外科、周産

期・新生児など）の取得を推進し、より高度な医療を提供するための人材育成に努

める。 

 

 
 

・小児の健康と保健を支える「最後の砦」として、地域医療機関で対応が困難な小児

疾患に関する高度専門医療ならびに地域と連携した小児保健・発達支援を提供す

る。 

・総合周産期母子医療センターとして、さいたま赤十字病院と連携した周産期医療

の充実を図り、超低出生体重児の診療や、新生児期の心臓・消化器等の多様な疾患

に対する外科的な治療を積極的に行う。 

・小児救命救急センターとして、小児集中治療室を中心とした高度医療を進め、３６

５日２４時間体制での小児の第三次救急医療を提供する。 

・小児がん拠点病院として、がんゲノム医療連携病院の指定によるゲノム医療やＣ

ＡＲ－Ｔ細胞療法を実施し、地域全体の小児・ＡＹＡ世代のがん医療及び支援に取

り組む。 

・さいたま赤十字病院と連携して小児生体肝移植を積極的に実施する。小児生体肝

移植については、県外の患者についても実施し、日本の肝移植医療において一定の

役割を果たしていく。 

・小児期発症の病気を抱えたまま成人年齢に達した患者が年齢に見合った包括的な

医療を受けられるよう移行期医療支援センターの仕組みを活用した取組を推進す

る。 

・早期の発見が重要とされる先天性代謝異常等について、県内新生児を対象とした

検査を実施し、保健予防に努める。 

・予防接種においては、基礎疾患や合併症などにより地域での実施が困難な子供の

みならず、海外渡航をする子供に対しても実施し、疾病予防に努める。社会的な要

請による予防接種については、医療資源を有効に活用して協力を行っていく。 

・地域で活動している小児保健関係者に対して、情報提供、相談対応、保健教育活動

を行う。 

・県内の療育機関等と連携し、発達支援のための教育や情報提供を行う。また、発達

や行動特性等の養育の悩みを有する家族に対する教育活動に努める。 

・地域医療支援病院として、地域の拠点病院へ医師を派遣し、医療水準の向上と医療

体制の整備に貢献する。 

・県と連携して教育・研修体制の充実を図り、もって将来の小児医療を担う人材の育

成により地域医療へ貢献する。開催に当たっては、オンライン形式を取り入れるな

ど、柔軟な方式に努める。 

・児童虐待の早期発見・対応ができるよう、児童虐待に係る知識の普及啓発に努める

【目標値】小児がん登録数

病院名 令和元年度実績
令和７年度目標

（目標期間累計）
小児医療センター ７８例 ４５０例
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 とともに、適切な支援ができるよう児童相談所、警察、市区町村等との連携を強化

する。 

・小児のサブスペシャリティ領域専門医（小児血液がん、小児神経、小児外科、周産

期・新生児など）の取得を推進し、より高度な医療を提供するための人材育成に努

める。 

・新生児や小児領域の地域医療体制維持や小児二次救急医療体制の確保のため、県

内施設に当直医を派遣する。 

・新型コロナウイルス感染症において、小児の重症患者を受け入れる。 

・ＴＱＭ推進室では、医療の質の評価や改善のための手法について紹介及び周知を

行い、院内各セクションの業務改善の気運を醸成するとともに、各セクションの医

療の質の向上を支援する。 

 

 (4) 埼玉県立精神医療センター 

・依存症治療拠点機関・専門医療機関として、依存症に係る高度専門医療を提供す

る。 

・依存症治療拠点機関として、依存症に関する取組の情報発信や医療機関を対象と

した依存症に関する研修を実施するとともに、県内依存症専門医療機関の活動実

【目標値】小児医療センター

項目 令和元年度実績 令和４年度目標

小児がん登録数【困難度高】 78例 90例

超低出生体重児入院数 41人 40人

救急患者受け入れ数 4,938件 5,000件

手術件数 3,607件 3,900件

小児生体肝移植実施数【困難度

高】
4例 10例

子ども虐待対応案件数＊ 56件 60件

医師による兼職での県内施設当直

回数
322日 320日

治験実施件数 41件 40件

心臓カテーテルの件数【困難度

高】(うちカテーテル治療の件

数）

350件

（106件）

360件

（120件）

ＴＱＭ掲示板更新回数 0回 12回
＊埼玉県虐待対応ネットワーク事業案件数を含み、外部機関からの相談や当院へ
の受入れに関する相談件数の合算
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・県内唯一の児童思春期精神科専門病棟を有する医療機関として、児童思春期精神

疾患に係る高度専門医療を提供する。 

・埼玉県精神科救急医療体制の常時対応施設として、自傷他害のおそれのある精神

障害者等の急性期の患者に対して救急医療を提供する。 

・医療観察法に基づく指定医療機関として、対象者に係る高度専門医療を提供する。 

・精神科診療所の要請に応じて、通院患者の医療中断時の訪問診療、訪問看護や急変

時の患者の受入れを実施できるよう連携体制を確立し、また、地域の要請に応じ

て、未治療者へのアウトリーチを行うための体制を検討するなど地域包括ケアシ

ステムの充実に努める。 

・保健所への医学的助言などの技術協力や普及啓発、教育研修、調査研究等を埼玉県

立精神保健福祉センターと協働して企画、実施するなど引き続き一体的な運営を

行い、精神保健及び精神障害者の福祉に関する総合的な技術センターとして機能

を最大限に発揮する。 

 

 

績のとりまとめ等を行う。 

・スマートフォンやゲームの依存症の治療を必要とする患者の爆発的増加が予想さ

れる中、的確に治療に取り組むための方針及び体制について検討する。 

・県内唯一の児童思春期精神科専門病棟を有する医療機関として積極的に児童思春

期の患者を受け入れる。この際、限られた病床を有効かつ効率的に活用するため、

小中学校、児童相談所及び市町村との連携を密にし、円滑に入退院できる環境の整

備に努める。 

・児童思春期外来における通院プログラムの充実と実施回数の増加を図るとともに、

切れ目のない医療を提供するために、中学校卒業以降の医療提供のあり方につい

てさいたま市などの関係機関と引き続き協議を進める。 

・埼玉県精神科救急医療体制の常時対応施設として、深夜帯における精神科救急患

者を受け入れるとともに、輪番病院が満床の場合や輪番病院では治療困難な患者

の受け入れを行う。 

・精神科救急医療体制整備事業において基幹的な役割を果たす医療機関として、精

神疾患に係る時間外、休日又は深夜における診療に努めることで、精神科救急急性

期医療入院料に関する施設基準の要件を維持する。 

・心神喪失者等医療観察法の指定医療機関として、国と連携して患者を受け入れ、多

職種チームによる専門治療プログラムに沿った入院医療及び通院医療を実施す

る。 

・特定の医療機関でしか実施できないクロザピン処方や電気けいれん療法を継続す

るなど治療困難な患者に対して高度専門医療を実施する。 

・精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの確立に資するために、「断らない救

急」をスローガンに、精神科診療所の通院患者やダルクなどの施設利用者の急変時

等に診療所や施設の要請に応じて、患者を着実に受け入れることにより、在宅療養

後方支援機能の充実を図る。 

・精神科診療所の要請に応じて、通院患者の医療中断時の訪問診療、訪問看護や急変

時の患者の受入れを実施できるよう連携体制を確立し、また、地域の要請に応じ

て、未治療者へのアウトリーチを行うための体制を引き続き検討するなど地域包

括ケアシステムの充実に努める。 

・保健所への医学的助言などの技術協力や普及啓発、教育研修、調査研究等を精神保

健福祉センターと協働して企画、実施するなど引き続き一体的な運営を行う。 

・業務の効率化と情報の共有化を推進するため、医療情報システムの更新に当たっ

て電子カルテの導入に着手する。 

・新型コロナウイルス感染症において、軽症かつ精神疾患を有する患者を受け入れ

【目標値】依存症プログラムの年間参加延べ人数
病院名 令和元年度実績 令和７年度目標

精神医療センター ６，５０６人 ６，６００人
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る。 

・ＴＱＭ推進室では、院内の業務改善の気運を醸成するとともに、各部門による自主

的な医療の質の向上を促進する。 

 

２ 患者の視点に立った医療の提供 

(1) 患者等の満足度向上 

ア 患者サービスの向上 

・患者の基本的な権利を尊重するとともに、患者及び家族が医療内容を適切に理解

し、安心して治療を選択できるようインフォームド・コンセントを推進する。 

・患者の視点に立った県立病院の運営を実現するため、患者満足度調査を実施し、改

善策を講じる。 

・患者及び家族の立場に立ったサービスを提供するため、研修等を実施し、職員の接

・患者の基本的な権利を尊重するとともに、患者及び家族が医療内容を適切に理解

し、安心して治療を選択できるようインフォームド・コンセントを推進し、よりわ

かりやすい書面への取組や丁寧な説明に努めていく。 

・患者の視点に立った病院運営を実現するため、患者満足度調査を実施し、すぐに改

善が可能な点は改善策を講じ、さらに翌年度に向けて改善すべき点について抽出

【目標値】精神医療センター

項目 令和元年度実績 令和４年度目標

依存症プログラムの年間参加延べ

人数
6,506人 6,544人

依存症治療拠点機関・専門医療機

関としての講師派遣件数
4件 6件

項目 令和元年度実績 令和４年度目標

依存症治療拠点機関・専門医療機

関としての研修開催参加施設団体

数

41団体 47団体

児童思春期入院患者の実患者数 62人 67人

精神科救急対応年間延べ患者数

【困難度高】
346人 355人

クロザピン処方実患者数 26人 27人

診療所等入院要請受け入れ延べ患

者数
88人 100人

保健所への技術協力への医師の参

加回数
97回 127回

精神疾患に係る時間外、休日又は

深夜における入院件数
110件 125件

ＴＱＭ推進だよりの発行回数 2回 3回
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遇能力の向上を図るとともに、外来診療待ち時間や、予約から初診・検査・手術ま

での待機日数の短縮に向けた取組を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

し、患者及び家族のニーズを踏まえた具体的な改善策の検討を進める。 

・患者及び家族の立場に立ったサービスを提供するため、接遇研修等を実施し、職員

の接遇能力の向上を図る。 

・外来診療待ち時間や、予約から初診・検査・手術までの待機日数の短縮に向けた組

を進めるため、人員配置や診療枠などの課題を抽出し具体的な検討を行う。 

・受診を希望する患者に円滑に対応するため、外来初診枠や検査枠の拡大、予約方式

の改善について検討していく。 

・診察前検査の拡充を図り、結果を聞くためのみの来院を減らし患者サービスの向

上を図る。 

・手術までの待ち日数短縮のため、手術室や病床の配分などの定期的な見直しを行

う。 

・患者及び家族に安心して治療を受けてもらえるように、来院時検温や外来での社

会的距離の確保等、感染症防止対策をしっかりと行う。 

 

 

 
 

イ 患者支援体制の充実 

・患者が安心して治療を受けられるよう地域連携・相談支援センター等において、患

者とその家族に対して治療や生活上の問題、就労支援等の多様な相談を実施する。 

・特に、がんセンターについては、がん患者の治療と仕事の両立に向けた支援を、小

・患者が安心して治療を受けられるよう地域連携・相談支援センター等において、患

者とその家族に対して治療や生活上の問題、就労支援等の多様な相談を実施する。 

・入退院支援センターを活用し、入院前から積極的な支援を行う対象患者を増加さ

【目標値】入院患者満足度

病院名 令和元年度実績 令和７年度目標

循環器・呼吸器病センター 91.3% 92.5%

がんセンター 89.0% 90.0%

小児医療センター 93.4% 95.0%

精神医療センター 75.3% 80.0%

【目標値】外来患者満足度

病院名 令和元年度実績 令和７年度目標

循環器・呼吸器病センター 78.0% 80.5%

がんセンター 85.3% 88.0%

小児医療センター 85.2% 87.0%

精神医療センター 84.1% 85.0%

【目標値】入院患者満足度

病院名 令和元年度実績 令和４年度目標

循環器･呼吸器病センター 91.3% 91.9%

がんセンター 89.0% 90.0%

小児医療センター 93.4% 93.9%

精神医療センター 75.3% 78.0%

【目標値】外来患者満足度

病院名 令和元年度実績 令和４年度目標

循環器・呼吸器病センター 78.0% 79.0%

がんセンター 85.3% 86.5%

小児医療センター 85.2% 85.9%

精神医療センター 84.1% 84.7%



15 

 

児医療センターについては、小児・ＡＹＡ世代に対する教育、就労、妊孕性温存等

の相談体制をそれぞれ充実させる。 

・入退院支援センターを活用し、入院前から積極的な支援を行うとともに、早い段階

から退院後の受入医療機関の調整を実施することで、患者満足度と医療の質の向

上及び効率的な医療の提供を図る。 

せるとともに、早い段階から退院後の受入れ医療機関の調整を実施することで、患

者満足度と医療の質の向上及び効率的な医療の提供を図る。  

・入退院支援センター等において、入院前から退院後まで切れ目なく患者と家族に

寄り添い、患者を中心とした患者目線の医療を多職種連携により提供する。がんセ

ンターでは、設置工事期間中の騒音対策等により、患者への影響が最小限となるよ

うに努める。 

・循環器・呼吸器病センターでは、地域医療連携・入退院支援センターを中心として

多職種による患者の円滑な入院生活や早期の退院を支援する。また、より早期の退

院が可能となるよう入院が予定されている患者に対し、地域医療連携・入退院支援

センターで入院前から積極的な支援を行う。 

・がんセンターでは、患者会の運営支援、アピアランスケア、がんゲノム医療に係る

相談、就労支援等について、社会保険労務士やハローワーク、臨床心理士等と連携

し、多様な相談にＷｅｂの活用も含めきめ細やかに対応する。また、ＡＹＡ世代等

の妊孕性温存に関する情報提供、意思決定支援に関する相談支援などの充実を図

る。 

・小児医療センターでは、患者、家族が安心して治療が受けられるよう、地域連携・

相談支援センターで治療や生活上の問題、就労につなげる支援等の多様な相談を

実施する。特に、ＡＹＡ世代に対する教育、就労、妊孕性温存等の相談体制を充実

する。 

・精神医療センターでは、依存症外来プログラムや外来作業療法等、外来支援体制を

充実する。また、早期退院を目指し、多職種・多機関連携による支援を実施する。 

 

 
(2) 積極的な情報発信 

・県立病院の機能を客観的に表す臨床評価指標（クリニカルインディケーター）等に

ついて、ホームページによる情報発信を積極的に行う。 

・新たな診断技法や治療法について、県民を対象とした公開講座を開催し、医療に関

・県立病院の機能を客観的に表す臨床評価指標（クリニカルインディケーター）等に

ついて、ホームページによる情報発信を積極的に行う。 

・県民を対象とした公開講座を開催し、県立病院の取組を広く周知するとともに、新

【目標値】相談件数

病院名 令和元年度実績 令和４年度目標

循環器・呼吸器病センター 3,843件 3,860件

がんセンター 28,111件 28,170件

小児医療センター 10,861件 10,900件

精神医療センター 22,378件 23,500件
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する知識の普及や啓発を行う。 たな診断技法や治療法等、医療に関する知識の普及や啓発を行う。また、公開講座

は会場だけでなくＷｅｂでも開催し、受講者の利便性が向上するようにする。 

・患者が自ら病院を選択できるよう、ホームページの更新管理を行い、最新情報が提

供できるようにする。また、見やすさとともに、病院の診療実績等、情報量を増や

し、ホームページをより充実させていく。 

・ホームページの構成はウェブアクセシビリティに十分に配慮したものとする。ま

た、ウェブアクセシビリティについて、定期的にチェックを行う。 

・患者向けに医療情報を提供する民間のポータルサイトについても活用を検討し、

希少疾患や高度専門医療に関する周知を図る。 

・Ｗｅｂ媒体だけでなく、各病院の広報誌といった紙媒体なども活用し、県民のニー

ズに合わせた多角的な情報発信を行う。 

・循環器・呼吸器病センターでは、ホームページをより見やすいものになるようにレ

イアウトやデザインの修正を行う。 

・循環器・呼吸器病センターでは、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを活用して、病気の予

防や治療に関する情報を一般向けにわかりやすく発信していく。 

・精神医療センターでは、ホームページの充実等とあわせて、依存症治療拠点機関と

して、依存症に関する情報発信や医療機関を対象とした人材育成のための研修等

を行う。 

 

 
  (3) 医療の標準化と最適な医療の提供 

・入院患者の負担軽減及び診療内容の標準化のため、地域医療機関を含めたクリニ

カルパスの作成、適用及び見直しを進め、治療の効率化と質の高い効果的な医療を

提供する。 

 

 

 

・診療内容の標準化による医療の質の向上のため、クリニカルパスの作成を推進す

るとともに、積極的な見直しを行う。 

・令和４年度診療報酬改定により、ＤＰＣの入院期間等の変更があった場合には、適

切に対応するようにクリニカルパスの見直しを行う。 

・がんセンターでは、手術、放射線治療、免疫療法を含むがん薬物療法、緩和ケアな

どによる集学的ながん医療を推進する。 

【目標値】ホームページ更新回数

病院名 令和元年度実績 令和４年度目標

循環器・呼吸器病センター 221回 235回

がんセンター 232回 250回

小児医療センター 136回 150回

精神医療センター 14回 17回
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・小児医療センターでは、先進医療でクリニカルパスを適用しにくいものであって

も、部分的に作成することなどにより、適用できるケースを増やしていく。 

 
３ 安全で安心な医療の提供 

(1) 医療安全対策の推進と適切な情報管理 

・医師や看護師等の研修の充実及び医療安全ラウンドなど医療安全対策を推進する。 

・インシデント・アクシデントにおけるレベル０の積極的な報告を推進し、再発防止

策を講じることで重大事故の未然防止に努める。 

・予測されない事態の発生時には迅速に対応し、状況分析や再発防止策を適切に行

う。 

・医療安全活動を通じたチーム医療の質の向上及び組織における医療安全文化の醸

成を図る。 

・埼玉県個人情報保護条例（平成１６年埼玉県条例第６５号）、埼玉県情報公開条例

（平成１２年埼玉県条例第７７号）及びその他の関係法令等を遵守し、カルテなど

患者の個人情報を適正に管理する。 

・情報セキュリティに関する研修を実施するなど、職員の情報管理意識を高め、適切

な情報管理に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・職員対象の研修を継続して実施し、職員の危険予知力の向上、チームステップスの

推進やインシデント・アクシデント事例の分析、再発防止策の周知を行う。 

・医療安全ラウンドを行い、医療安全上の問題を早期に発見して改善につなげる。 

・インシデント・アクシデント事例におけるレベル０の積極的な報告を推進し、再発

防止策を講じることで重大事故の未然防止に努める。 

・アクシデント、医療事故やその他予測されない事態の発生時には、迅速な対応、分

析を行い、再発防止策を検討するなど、組織全体で取り組む。 

・医療安全に関して病院全体で取組を行う「医療安全月間」を設けるなど、医療安全

活動を通じたチーム医療の質の向上及び組織における医療安全文化の醸成を図

る。 

・埼玉県個人情報保護条例（平成16年12月21日条例第65号）、埼玉県情報公開条

例（平成12年12月26日条例第77号）及びその他の関係法令等を遵守し、カル

テなど患者の個人情報を適正に管理する。 

・個人情報の適切な管理と情報セキュリティ対策の強化を図るため、情報の取出し

制限など関係法令等に従い適切なルールを定めるとともに、職員等を対象とした

研修を実施する。 

・情報セキュリティについては、職員一人一人の情報管理意識の向上に努め、人的セ

キュリティ対策を高めるとともに、通信回線や端末管理などの物理的セキュリテ

ィ及びアクセス制御や不正プログラム対策などの技術的セキュリティについても

十分に対策を行い、保有する情報資産の適切な保護に努める。 

 

 

【目標値】クリニカルパス適用率

病院名 令和元年度実績 令和７年度目標

循環器・呼吸器病センター 54.9% 60.5%

がんセンター 41.8% 44.0%

小児医療センター 31.0% 35.0%

精神医療センター 38.2% 40.0%

【目標値】クリニカルパス適用率

病院名 令和元年度実績 令和４年度目標

循環器・呼吸器病センター 54.9% 57.3%

がんセンター 41.8% 42.5%

小児医療センター 31.0% 32.0%

精神医療センター 38.2% 39.1%
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(2) 感染症対策の強化 

院内感染の発生及び拡大の防止のため、感染源や感染経路等に応じた適切な予防

策を実施するなど院内感染対策を充実する。 

・院内感染の発生及び拡大防止のため、感染源や感染経路等に応じた適切な感染予

防策を実施するなど院内感染対策を徹底する。 

・院内感染対策委員会で、感染症対策や多剤耐性菌に係る情報を共有するとともに、

手指衛生の実践状況の調査や手指消毒剤の積極的な活用を図ることにより、感染

防止の徹底に努める。 

・新型コロナウイルス感染対策マニュアル及び流行感染症を中心とした対策マニュ

アルの適宜見直しを行い、それを活用した職員研修等を行うなど啓発に努め、標準

的な予防策及び発生時の対応を徹底する。 

・感染症防護用具の備蓄状況や利用しやすい状態で配置されているか等を定期的に

確認し、日常的に体制を整えておく。 

・感染症が発生した際には、予防策の再確認と今後の防止策を迅速に協議し、院内に

おける情報共有を図り、二次感染を予防する。 

・新たな感染症や結核等の再興感染症に対しては、関係機関と連携しながら、各病院

の機能及び特性を生かした取組を推進するとともに、通常診療との両立に努める。 

・会議や研修会においては、感染症リスクを考慮し、状況に応じてオンライン開催す

ることができるよう環境整備を強化する。 

・院内感染防止対策及び抗菌薬適正使用に係る教育、研修を行い、意識、技能の向上

を図る。 

 

【目標値】インシデント・アクシデント報告件数に占めるレベル０の割合

病院名 令和元年度実績 令和７年度目標

循環器・呼吸器病センター 14.2% 20.0%

がんセンター 10.2% 12.0%

小児医療センター 18.6% 20.0%

精神医療センター 41.7% 42.0%

【目標値】インシデント・アクシデント報告件数に占めるレベル０の割合

病院名 令和元年度実績 令和４年度目標

循環器・呼吸器病センター 14.2% 19.0%

がんセンター 10.2% 11.0%

小児医療センター 18.6% 22.0%

精神医療センター 41.7% 41.8%

【目標値】院内感染対策委員会開催回数

病院名 令和元年度実績 令和４年度目標

循環器・呼吸器病センター 12回 12回

がんセンター 12回 12回

小児医療センター 12回 12回

精神医療センター 12回 12回
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(3) 災害対策の推進 

職員が災害時に的確な対応ができるようＢＣＰ（事業継続計画）に基づき災害対

応訓練を定期的に行うなど、災害時における病院機能の維持と医療救護活動拠点の

役割を果たすための体制構築に努める。 

・職員が災害時に的確な対応ができるようＢＣＰ（事業継続計画）に基づき災害対

応訓練を定期的に行うなど、災害時における病院機能維持と医療救護活動拠点の

役割を果たすための体制構築に努める。 

・新たに感染症を含むＢＣＰを加えるとともに、様々な災害に対応するため、ＢＣ

Ｐの見直しと整備を進める。また、例年の防災訓練にＢＣＰの内容に基づく行動

計画を反映させ、災害を想定した、より実践的な訓練を実施する。 

・災害発生に備え、患者・職員別の非常用食品、医薬品、医療機器などについて備蓄

を行い、適切に管理する。 

・県からの要請に基づく医療的支援を実施するため、体制を整備する。 

 

第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ 優れた経営体に向けた組織づくり 

(1)  業務運営体制の構築 

・県立病院の特性に応じた課題に迅速に取り組むため、病院機構本部と県立病院間

の適切な権限配分による効率的な組織体制を整備する。 

・経営状況を分析し、医療環境の変化に柔軟に対応するための経営企画機能を強化

する。 

・地方独立行政法人としての主体的な運営を実現するため、理事長のリーダーシッ

プのもと理事会を中心とした業務運営体制を確立する。 

・病院機構本部と県立病院間で経営課題を共有し、法人運営と県立病院の特性を踏

まえた組織的な対応を決定し、職員に浸透させることでガバナンスを強化する。 

 

・県立病院の特性に応じた課題に迅速に取り組むため、病院機構本部と病院間の適

切な権限配分により効率的な業務運営を行う。 

・病院機構本部にて経営企画担当と財務担当を統括する経営担当理事及び企画幹の

下、経営企画機能の充実を推進する。 

・各県立病院に配置した経営を担当する企画部長の下、各病院の経営部門の強化を

図り、経営改善を推進する。 

・地方独立行政法人としての主体的な運営を実現するため、理事長のリーダーシッ

プの下、理事会を中心とした業務運営体制を確立する。 

・病院機構本部と県立病院間で緊密に連携し、経営課題を共有する。法人全体の運

営にかかる視点及び各病院の特性による視点の双方を踏まえた意思決定を行い、

組織として職員に浸透させることで共通認識に基づいた運営を行い、ガバナンス

の強化を図る。 

(2)  業績評価指標による改善活動 

・中期計画及び年度計画に掲げる組織目標の着実な達成に向けて、セクションごと

に医療機能や経営に対する業績評価指標を整備する。 

・業績評価指標の活用により、業務の進捗状況や課題を定期的に把握・評価し、主体

的に改善活動を行う。 

・第一期中期計画及び令和４年度年度計画に掲げる組織目標の着実な達成に向けて、

セクションごとに医療機能や経営に対する業績評価指標を整備する。 

・業績評価指標の活用により、管理部門のみならず各職員が業務の進捗状況や課題

を定期的に把握・評価し、主体的に改善活動を行う。 

・業績評価指標は毎月開催する経営戦略会議でモニタリングを行い、進捗管理を徹

底し、随時改善活動に結びつけることができる体制とする。 
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 (3)  勤務環境の向上 

・働き方改革を推進するため、医師事務作業補助者や看護補助作業者へのタスク・シ

フティングを推進し、ＩｏＴやＡＩの技術を活用するなど業務の効率化に取り組

む。 

・勤務時間の適正管理に努めるとともに、労働関係法規の遵守やハラスメント相談

窓口の設置など職員が安心して働ける環境を整備する。 

・職員満足度調査を実施することで職員の意見を的確に把握し、職員のモチベーシ

ョンと就労環境の向上に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・働き方改革を推進するため、医師事務作業補助者や看護補助作業者へのタスク・シ

フティングを推進し、ＩｏＴやＡＩの技術を活用するなど業務の効率化に取り組

む。 

・職員の心身の健康状態の向上を目指し、ストレスチェックの実施、メンタルヘルス

ケア対策の充実に取り組む。また、子育て支援の充実など、職員のワークライフバ

ランスに十分に配慮し、良好な就労環境を整備する。 

・入退院支援センターでの多職種連携や組織間の業務分担の検討を契機として、抜

本的に仕事や役割の集約や見直しを行い、より効率的な運営方法を模索すること

で、働き方改革の推進に役立てる。 

・勤怠管理システムなどによる勤務時間の適正管理や業務の標準化による効率化等

に努め、時間外勤務の縮減と職員の健康維持・増進を図るとともに、労働関係法規

を遵守し、職員が安心して働ける環境を整備する。 

・ハラスメント防止のための研修の実施や相談窓口の設置などによりハラスメント

を許さない職場づくりを行う。 

・職員満足度調査を実施することで職員の意見を的確に把握し、結果の評価及び課

題について改善を図っていくことで職員のモチベーションと就労環境の向上に努

める。 

・常に相互に情報の発信・共有を行い、所属を超えた円滑なコミュニケーションを実

現させるとともに、風通しのよい働きやすい職場の下で、職員一人ひとりの自己実

現を図る。 

・ 高度専門医療を提供していくため、老朽化した医療機器を先進的な機能を備えた

機器に計画的に更新し、職員の負担軽減を図る。 

 

 
 

 

【目標値】職員満足度

病院名 令和元年度実績 令和７年度目標

循環器・呼吸器病センター ６５．１点 ７０．０点

がんセンター ６１．７点 ６６．０点

小児医療センター ６３．２点 ７０．０点

精神医療センター ７２．３点 ７５．０点

【目標値】職員満足度

病院名 令和元年度実績 令和４年度目標

循環器・呼吸器病センター ６５．１点 ６７．０点

がんセンター ６１．７点 ６３．０点

小児医療センター ６３．２点 ６６．０点

精神医療センター ７２．３点 ７３．８点
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２ 人材の確保と資質の向上 

(1)  医療人材の確保 

・優れた人材の確保に向けて、大学などの教育養成機関との連携を強化する。 

・専門性に応じた処遇を可能とする人事給与制度を構築し、専門資格を有する医療

人材を着実に確保し、人材の定着を進める。 

・ホームページで県立病院の特長や魅力を発信するなど効果的な広報活動を展開し、

適時適切な職員募集を行う。 

・県立病院の特色を活かした研修プログラムの充実を図り、未来の人材確保につな

がる研修医や実習生を積極的に受け入れる。 

・医療環境や業務量の変化に即した柔軟なマンパワーを確保するため、短時間勤務

など多様な勤務形態の導入を検討する。 

・優れた人材の確保に向けて、大学などの教育養成機関との連携を強化し、病院機

構の仕事の魅力等をＰＲするとともに、看護師の指定校推薦を継続して実施する

ことで医療人材の確保に結びつける。 

・病院機構が独自の制度として導入した医師の経験や知識、専門性を評価して処遇

に反映する給与制度の利点をＰＲし、差別化を図ることで医師の確保をさらに進

めていく。 

・ホームページや各種媒体で県立病院の特長や魅力を発信するなどターゲットに応

じた効果的な広報活動を展開し、適時適切な職員募集を行う。 

・採用試験の適切な見直しにより応募者の負担を軽減し、より質の高い応募者の確

保を目指す。 

・県立病院の特色を活かした研修プログラムの充実を図り、未来の人材確保につな

がる研修医や実習生を積極的に受け入れる。 

・医療環境や業務量の変化に即した柔軟なマンパワーを確保するため、短時間勤務

など多様な勤務形態の導入を検討する。 

(2)  人材の育成 

・教育及び研修体制の充実により、高度専門医療等を担う資質を有した医療人材を

育成する。  

・各職種におけるキャリアパスづくりなどを通じて、職員の医療人としてのキャリ

アデザイン実現を支援するとともに、着実な専門性の向上を図る。 

・特定行為研修を修了した看護師や認定看護師など各職種の専門性向上に寄与する

資格等の取得推奨と支援体制の充実を図る。 

・事務職員の計画的な人事異動や専門研修の受講推奨などにより、診療報酬や経営

に関する専門性を向上させる。 

・病院機構としての独自の職員採用については、長期的な視点の中で進めることに

より、病院経営に関する優れた人材を段階的に育成していく。 

・教育及び研修体制の充実により、高度専門医療等を担う資質を有した医療人材を

育成する。  

・各職種におけるキャリアパスづくりなどを通じて、職員の医療人としてのキャリ

アデザイン実現を支援するとともに、着実な専門性の向上を図る。 

・特定行為研修を修了した看護師や認定看護師など各職種の専門性向上に寄与する

資格等の取得推奨と支援体制の充実を図る。 

・広域的視点からの企画力の養成及び階層別マネジメント能力の向上を図るため、

彩の国さいたま人づくり広域連合主催のカリキュラムを活用した研修を実施す

る。 

・看護職員については、より実践的な知識の習得のため、「埼玉県立病院機構看護職

員教育・研修計画」に基づき法人独自で研修を実施する。 

・事務職員については、計画的な人事異動や外部団体主催の専門研修の受講推奨な

どにより、診療報酬や経営に関する専門性を向上させ、将来の病院機構を支える

人材の育成を図る。 

・病院機構としての独自の職員採用について、中長期的な視点の下、医療を取り巻

く環境の変化を捉えた適切な人員を計画的に確保し、段階的に育成していく。 
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・診療報酬制度にかかる職員向けの研修を病院機構全体で定期的に実施することに

より、職員の知識の底上げや継続した学習にかかる意欲の向上を図る。 

(3)  職員の経営参画意識の向上 

・職員の経営参画意識の醸成を図るため、職員が経営ビジョンを理解し、自らのミ

ッションに責任感と使命感を持って主体的に取り組めるよう経営情報を分かりや

すく周知する。 

・職員の目標達成への意欲を高めるため、経営に対する多様なアイデアや業務改善

などの職員提案を奨励するとともに、その提案内容を検討し、優れた取組内容を

表彰する。 

・職員の経営に対するモチベーションを上げ、経営改善への取組が県立病院全体に

浸透するよう職員間で取組内容を共有する。 

・職員の経営参画意識の醸成を図るため、職員が経営ビジョンを理解し、自らのミ

ッションに責任感と使命感を持って主体的に取り組めるよう、病院機構統一の経

営スローガンを作成し、職員に周知する。 

・職員向け広報誌「病院機構スタッフ通信」を毎月１回発行し、その中で最新の経営

情報をわかりやすく職員へ周知する。 

・職員の目標達成への意欲を高めるため、経営に対する多様なアイデアや業務改善

などの職員提案を奨励するとともに、その提案内容を検討し、優れた取組内容を

表彰する。 

・職員の経営に対するモチベーションを上げ、経営改善への取組が県立病院全体に

浸透するよう職員間で取組内容を共有する。 

３ 経営基盤の強化 

(1)  収入の確保 

・地域の医療機関との前方連携及び後方連携を進め、新規外来患者の受入れの強化

と入院患者の増加を図るなど病床の効率的な運用に努める。 

・診療報酬改定情報やＤＰＣなどを踏まえた経営分析により、医療の質の向上にも

つながる県立病院の特性に最適な施設基準を取得する。 

・適正なレセプト作成に努めることで請求漏れを防止し、診療行為の確実な収益化

を図る。 

・患者自己負担金に係る未収金については、定期的な請求・督促等の債権管理のほか

回収業務の専門家への委託なども活用し、早期の回収に努める。 

 

 

・地域の医療機関との前方連携及び後方連携を進め、新規外来患者の受入れの強化

と入院患者の増加、退院先の確保を図り病床の効率的な運用に努める。 

・診療報酬改定に速やかに対応し、各病院の特性に応じた施設基準を届け出る。 

・経営分析ソフトウエアを多角的に活用したＤＰＣ分析や経営分析機能を強化し経

営改善につながる方策を検討する。 

・ＴＱＭ推進室では医療の質の向上に向けた分析を行い、院内掲示等で職員間で情

報を共有し、院内各セクションが提供するサービスの質の向上を支援する。 

・適正なレセプト作成に努めることで請求漏れや返戻の防止、査定の削減につなげ、

診療行為の確実な収益化を図る。 

・病床利用率や地域別、診療科及び疾患別の新規外来患者数などについて、細分化し

た経営分析を行うことなどにより、効率的な病院経営に努めていく。 

・患者自己負担金に係る未収金については、新規未収金の発生防止と発生した未収

金の早期回収に努める。発生した未収金については、定期的な請求・督促等の債権

管理のほか回収業務の専門家への委託なども活用し、早期の回収に努める。 

・診療報酬の確実な請求、管理を行うため、専門人材の育成等、医事業務の直営化に

向けた検討を行い、請求漏れの防止を含め確実な収益を図る体制を構築する。 

・医療部門職員及び事務職員を対象に、収益の確保のためＤＰＣに関する理解を向

上させるための取組等を行う。 

【目標値】新規外来患者数

病院名 令和元年度実績 令和７年度目標

循環器・呼吸器病センター ５，３１２人 ５，７００人

がんセンター ８，４４６人 ８，８００人

小児医療センター １２，８０３人 １２，０００人

精神医療センター ８９８人 ９１３人
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(2)  費用の削減 

・業務量に柔軟に対応した職員配置や組織の見直しを行うとともに、働き方改革を

推進し、時間外勤務を縮減するなど人件費の適正化に努める。 

・医薬品や診療材料の購入に当たっては、共同購入対象品目の拡大やベンチマーク

システムを活用した価格交渉、物流管理システムによる適正な在庫管理を行うな

ど材料費の縮減に取り組む。 

・医薬品の有効性や安全性に留意しながら後発医薬品の導入を進め、薬品費の縮減

と患者の経済的負担の軽減を図る。 

・委託契約に当たっては、競争性を確保するとともに提案方式による業者選定や複

数年契約、複合契約など多様な契約手法を活用し、経費節減を進める。 

・部門ごとの適切なコスト管理と県立病院全体のコスト意識向上のため、診療科別

原価計算の導入を検討する。 

・業務量に柔軟に対応した職員配置や組織の見直しを行うとともに、働き方改革を

推進し、時間外勤務を縮減するなど人件費の適正化に努める。 

・医薬品や診療材料の購入にあたっては、共同購入対象品目の拡大やベンチマーク

システムを活用した価格交渉、物流管理システムによる適正な在庫管理を行うな

ど材料費の縮減に取り組む。 

・医薬品の有効性や安全性に留意しながら後発医薬品の導入を進め、薬品費の縮減

と患者の経済的負担の軽減を図る。 

・委託契約に当たっては、業務内容の見直しを行った上で、競争性を確保するととも

に提案方式による業者選定や複数年契約、複合契約など多様な契約手法を活用し、

経費節減を進める。 

・部門ごとの適切なコスト管理と県立病院全体のコスト意識向上のため、診療科別

【目標値】病床利用率

病院名 令和元年度実績 令和７年度目標

循環器・呼吸器病センター 75.2% 81.0%

がんセンター 76.6% 82.2%

小児医療センター 81.4% 83.5%

精神医療センター 82.9% 84.5%

【目標値】新規外来患者数

病院名 令和元年度実績 令和４年度目標

循環器・呼吸器病センター 5,312人 5,541人

がんセンター 8,446人 8,575人

小児医療センター 12,803人 12,750人

精神医療センター 898人 904人

【目標値】病床利用率

病院名 令和元年度実績 令和４年度目標

循環器・呼吸器病センター 75.2% 73.7%

がんセンター 76.6% 79.5%

小児医療センター 81.4% 83.5%

精神医療センター 82.9% 83.7%

【目標値】患者自己負担金に係る未収金の対前年度末残高に対する回収率

令和４年度目標

平成30年度末

残高

平成30年度以前

分回収額
回収率 回収率

292百万円 56百万円 19.20% 21.60%

令和元年度実績

患者自己負担金

に係る未収金回

収率
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原価計算を活用していく。 

・患者へのサービス低下を招かないよう配慮しつつ、契約内容の見直しなども含め、

費用削減に取り組んでいく。 

・循環器・呼吸器病センターでは、共同購入対象品目の拡大、後発医薬品の割合の維

持、血液製剤の破棄率の低下、医療ポンプ及び除細動器の保守点検の職員による実

施等により費用削減に取り組んでいく。 

・がんセンターでは、院内薬事委員会等で定期的に後発医薬品の適用割合を把握し、

費用削減のため流通状況を鑑みながら積極的に導入を推進する。 

・小児医療センターでは、後発医薬品の採用促進に努め、医薬品購入費の節減を図

る。また、診療材料については、ベンチマークシステムを用いた適正な価格調査を

継続的に行うとともに、ＳＰＤで取り扱うことのできる診療材料への切替えを積

極的に推進し、費用の削減に努める。 

・精神医療センターでは、処方量が多い医薬品について、視認性が良く、一包化等に

問題がない後発医薬品への切替えを検討していく。 

・精神医療センターでは、業務の効率化と情報の共有化を推進するため、医療情報シ

ステムの更新に当たって電子カルテの導入に着手する。（再掲） 

 

 
第３ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

病院機構は、県立病院として求められる公的使命を確実に果たすため、県からの適

切な運営費負担金を受けて「第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成

・病院機構は、県立病院として求められる公的使命を確実に果たすため、県からの適

切な運営費負担金を受けて「第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達

【目標値】材料費対医業収益比率

病院名 令和元年度実績 令和７年度目標

循環器・呼吸器病センター 38.7% 38.2%

がんセンター 38.6% 38.1%

小児医療センター 31.7% 32.0%

精神医療センター 7.2% 7.0%

【目標値】後発医薬品の割合（数量ベース）

病院名 令和元年度実績 令和７年度目標

循環器・呼吸器病センター 94.0% 90.0%

がんセンター 91.8% 93.0%

小児医療センター 72.7% 75.0%

精神医療センター 64.9% 80.0%

【目標値】材料費対医業収益比率

病院名 令和元年度実績 令和４年度目標

循環器・呼吸器病センター 38.7% 38.5%

がんセンター 38.6% 38.4%

小児医療センター 31.7% 32.0%

精神医療センター 7.2% 7.1%

【目標値】後発医薬品の割合（数量ベース）

病院名 令和元年度実績 令和４年度目標

循環器・呼吸器病センター 94.0% 90.0%

がんセンター 91.8% 92.4%

小児医療センター 72.7% 73.5%

精神医療センター 64.9% 74.0%
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するためとるべき措置」で定めた計画を確実に実施することにより業務運営の改善

及び効率化を進め、中期目標期間内の経常収支均衡を達成する。 

 

 

 

 

 

成するためとるべき措置」で定めた計画を確実に実施することにより業務運営の

改善及び効率化を進める。 

・中期目標期間内の経常収支均衡を達成するため、令和４年度においても計画を意

識した活動を着実に進め、目標値の達成を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目標値】経常収支比率、医業収支比率

区分 令和元年度実績 令和７年度目標

経常収支比率 98.2% 100％以上

医業収支比率 76.8% 79.5％以上

【目標値】経常収支比率、医業収支比率

区分 令和元年度実績 令和４年度目標

経常収支比率 98.2% 97.9%

医業収支比率 76.8% 77.5%
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１ 予算（令和３年度～令和７年度） １ 予算（令和４年度） 

 

 
 

  

 
 

金額

315,675
237,693
73,552
4,430
4,196
1,151
3,045

0
44,705
28,749
14,879
1,077

0
364,576

（単位：百万円）

その他の収入
計

運営費負担金収益
その他営業外収益

臨時利益
資本収入

⾧期借入金
運営費負担金収入
その他資本収入

区分
収入

営業収益
医業収益
運営費負担金収益
その他営業収益

営業外収益

金額

63,752
48,233
14,705

814
857
229
628

0
17,120
13,981
2,880

259
0

81,729
その他の収入
計

資本収入
⾧期借入金
運営費負担金収入
その他資本収入

営業外収益

その他営業外収益
臨時利益

運営費負担金収益

            （単位：百万円）
区分

収入
営業収益

医業収益
運営費負担金収益
その他営業収益
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318,211
312,617

給与費 138,030
材料費 93,991
経費 52,197
減価償却費 26,246
研究研修費 2,153

5,594
0

5,197
47

59,599
14,095
45,504

0
0

383,054
その他の支出
計

（注１）計数は端数をそれぞれ四捨五入している。
（注２）期間中の診療報酬改定、給与改定及び物価変動は考慮していない。

営業外費用
臨時損失
資本支出

建設改良費
償還金
その他資本支出

支出
営業費用

医業費用

一般管理費
その他営業費用

64,847
63,630

給与費 27,408
材料費 19,347
経費 10,841
減価償却費 5,552
研究研修費 482

1,217
0

1,145
17

19,925
3,342

16,583
0
0

85,934
その他の支出
計

（注１）計数は端数をそれぞれ四捨五入している。
（注２）期間中の診療報酬改定、給与改定及び物価変動は考慮していない。

資本支出
建設改良費
償還金
その他資本支出

その他営業費用
営業外費用
臨時損失

支出
営業費用

医業費用

一般管理費
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２ 収支計画（令和３年度～令和７年度） ２ 収支計画（令和４年度） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

金額
収入 319,162

営業収益 315,025
医業収益 237,043
運営費負担金収益 73,552
その他営業収益 4,430

営業外収益 4,137
運営費負担金収益 1,151
その他営業外収益 2,986

臨時利益 0
支出 322,962

営業費用 304,439
医業費用 299,147

給与費 137,943
材料費 85,447
経費 47,554
減価償却費 26,246
研究研修費 1,957

一般管理費 5,292
その他営業費用 0

営業外費用 18,476
臨時損失 47

純損益 △3,800
（注１）計数は端数をそれぞれ四捨五入している。
（注２）期間中の診療報酬改定、給与改定及び物価変動は考慮していない。

（単位：百万円）
区分 金額

64,442
63,631
48,112
14,705

814
811
229
582

0
65,844
62,069
60,924

給与費 27,393
材料費 17,588
経費 9,953
減価償却費 5,552
研究研修費 438

1,145
0

3,758
17

△1,402

営業外費用
臨時損失

純損益

営業費用
医業費用

一般管理費
その他営業費用

運営費負担金収益
その他営業外収益

臨時利益
支出

医業収益
運営費負担金収益
その他営業収益

営業外収益

                 （単位：百万円）
区分

（注１）計数は端数をそれぞれ四捨五入している。
（注２）期間中の診療報酬改定、給与改定及び物価変動は考慮していない。

収入
営業収益
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３ 資金計画（令和３年度～令和７年度） ３ 資金計画（令和４年度） 

 

 
 

 

 
 

 

 

金額
資金収入 348,434

業務活動による収入 303,729
診療活動による収入 237,693
運営費負担金による収入 62,187
その他の業務活動による収入 3,849

投資活動による収入 15,956
運営費負担金による収入 14,879
その他の投資活動による収入 1,077

財務活動による収入 28,749
⾧期借入れによる収入 28,749
その他の財務活動による収入 0

資金支出 349,917
業務活動による支出 290,318

給与費支出 135,914
材料費支出 93,991
その他の業務活動による支出 60,413

投資活動による支出 14,095
有形固定資産の取得による支出 14,095
その他の投資活動による支出 0

財務活動による支出 45,504
移行前地方債償還債務の償還による支出 41,850
⾧期借入金の返済による支出 3,654
その他の財務活動による支出 0

次期中期目標期間への繰越金 △1,483

（注２）期間中の診療報酬改定、給与改定及び物価変動は考慮していない。
（注１）計数は端数をそれぞれ四捨五入している。

  （単位：百万円）
区分 金額

資金収入 78,598
業務活動による収入 61,478

診療活動による収入 48,233
運営費負担金による収入 12,436
その他の業務活動による収入 809

投資活動による収入 3,139
運営費負担金による収入 2,880
その他の投資活動による収入 259

財務活動による収入 13,981
⾧期借入れによる収入 13,981
その他の財務活動による収入 0

資金支出 79,112
業務活動による支出 59,187

給与費支出 27,215
材料費支出 19,347
その他の業務活動による支出 12,625

投資活動による支出 3,342
有形固定資産の取得による支出 3,342
その他の投資活動による支出 0

財務活動による支出 16,583
移行前地方債償還債務の償還による支出 16,154
⾧期借入金の返済による支出 429
その他の財務活動による支出 0

当事業年度における資金収支 △ 514
（注１）計数は端数をそれぞれ四捨五入している。
（注２）期間中の診療報酬改定、給与改定及び物価変動は考慮していない。

                 （単位：百万円）
区分
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第４ 県の保健医療行政への協力と災害発生時の支援 

・埼玉県５か年計画や埼玉県地域保健医療計画を踏まえ、「第２ 県民に対して提供

するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措

置」で掲げた事項のほか、県の救急医療における適正受診推進等への取組に協力

するなど県が進める保健医療行政に積極的に協力する。 

・新型コロナウイルス感染症などの新たな感染症対策として、標準的な予防策及び

発生時の初期対応を徹底し、関係機関との連携強化を図るとともに、県立病院の

機能、特性及び専門人材を活かした取組を推進する。 

・埼玉県立小児医療センターについては、災害拠点病院及び埼玉ＤＭＡＴ指定病院

として、大規模災害発生時には重篤救急患者の受入れや災害派遣医療チーム（Ｄ

ＭＡＴ）の派遣を行う。 

・  災害時に新生児等の搬送のコーディネート機能を担う災害時小児周産期リエゾ

ンを養成する。 

・  埼玉県立精神医療センターについては、ＤＰＡＴ先遣隊登録機関として災害時

等においてＤＰＡＴ先遣隊を派遣する。 

・ 災害時に精神科医療を必要とする患者の受入れ及び搬送等を行う災害拠点精神

科病院の指定を目指して、必要な施設・設備の整備や運営体制の構築を図る。 

・埼玉県５か年計画や埼玉県地域保健医療計画を踏まえ、「第２ 県民に対して提供

するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措

置」で掲げた事項のほか、県の救急医療における適正受診推進等への取組に協力

するなど県が進める保健医療行政に積極的に協力する。 

・新型コロナウイルスなどの新たな感染症対策として、標準的な予防策及び発生時

の初期対応を徹底し、関係機関との連携強化を図るとともに、県立病院の機能、特

性及び専門人材を活かした取組を推進する。 

・小児医療センターは、災害拠点病院及び埼玉ＤＭＡＴ指定病院として、マニュア

ルの整備や訓練を行い、大規模災害発生時には重篤救急患者の受入れや災害派遣

医療チーム（ＤＭＡＴ）の派遣を行う。 

・災害時に新生児等の搬送のコーディネート機能を担う災害時小児周産期リエゾン

を養成する。 

・精神医療センターは、ＤＰＡＴ先遣隊登録機関として災害時等においてＤＰＡＴ

先遣隊を派遣する。 

・精神医療センターは、災害時に精神科医療を必要とする患者の受入れ及び搬送等

を行う災害拠点精神科病院の指定を目指して、必要な施設・設備の整備や運営体

制の構築に引き続き取り組む。 

第５ その他業務運営に関する重要事項 

１ 法令・社会規範の遵守 

・職員一人ひとりが県立病院としての公的使命を認識し、医療法（昭和２３年法律

第２０５号）をはじめとする法令を遵守し、高い倫理観を持って社会規範を尊重

する。 

・県民に信頼される県立病院として、法人運営の透明性の確保に努め、業務内容や

業務改善等の情報発信に積極的に取り組む。 

・職員一人ひとりが県立病院としての公的使命を認識し、医療法（昭和23年法律第

205号）をはじめとする法令を遵守し、高い倫理観を持って社会規範を尊重する。 

・県民に信頼される県立病院として、法人運営の透明性の確保に努め、業務内容や

業務改善等の情報発信に積極的に取り組む。 

 

２ 計画的な施設及び医療機器の整備 

・施設については、老朽化の度合いや県立病院の運営上の緊急性や必要性等を考慮

し計画的に整備する。 

・医療機器については、県民の医療ニーズや費用対効果、医療技術の進展等を考慮

し計画的に更新する。 

 

 

 

・施設については、老朽化の度合いや県立病院の運営上の緊急性や必要性等を考慮

し計画的に整備する。 

・医療機器については、県民の医療ニーズや費用対効果、医療技術の進展等を考慮

し計画的に更新する。 
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３ 埼玉県立精神医療センター建替えの検討 

埼玉県立精神医療センターについては、中期計画期間中の建替えを視野に、将来

的な精神科医療ニーズ等を見込んだ検討を進める。 

精神医療センターについては、中期計画期間中の建替えを視野に、将来的な精神

科医療ニーズ等を踏まえた病棟機能の再編や外来機能の充実などについて「精神医

療センターの在り方検討会議」を開催し、引き続き検討する。 
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７ 持続的に適正なサービスを提供するための源泉 

（１） ガバナンスの状況 

埼玉県立病院機構は、法令等を遵守しつつ業務を行い、法人の目的を有効かつ効率的に果たすために、内部統制に係る基本方針を定めています。 

また、役員（監事を除く。）の職務執行が地方独立行政法人法、他の法令、埼玉県の条例若しくは規則又は定款に適合することを確保するための体制及びその他業務の適正を確

保するための体制を整備するとともに、継続的にその見直しを図るものとし、その整備に関する事項を業務方法書に定めています。 

詳細につきましては、業務方法書（https://www.saitama-pho.jp/documents/1028/gyoumuhouhousho.pdf）を御覧ください。 

 

 

   
埼玉県知事 

  諮問  埼玉県地方独立行政法人 

埼玉県立病院機構評価委員会   答申等  

           

任命   任命   選任     

監事  法人の長  会計監査人  内部統制委員会 

          

 理事等 

（理事会等） 

 
 

 
リスク管理委員会 

   

        

   本部     業者選定委員会 

           

           

循環器・呼吸器病センター  がんセンター  小児医療センター  精神医療センター 
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（２） 役員等の状況 

① 役員の状況 

                   （令和５年３月３１日現在） 

職 名 氏 名 任 期 担 当 経 歴 

理事長 岩中 督 令和 3 年 4 月 1 日 

～ 令和 7 年 3 月 31 日 

 平成18年 8月 

東京大学大学院医学系研究科 小児外科学教授 

平成23年 4月 

兼 東京大学医学部附属病院 副院長 

平成27年 4月 

埼玉県立小児医療センター 病院長 

平成29年 4月 

埼玉県 病院事業管理者 

副理事長 表 久仁和 令和 3 年 4 月 1 日 

～ 令和 5 年 3 月 31 日 

 平成27年 4月 

埼玉県 保健医療部 医療整備課長 

平成29年 4月 

埼玉県 総務部 人事課長 

平成31年 4月 

埼玉県 総務部 参事 

理事 栁澤 勉  令和 3 年 4 月 1 日 

～ 令和 5 年 3 月 31 日 

循環器・呼吸器病センター 

病院長 

平成24年 4月 

埼玉県立循環器・呼吸器病センター 部長 

平成26年 4月 

埼玉県立循環器・呼吸器病センター 副病院長 

令和 2年 4月 

埼玉県立循環器・呼吸器病センター 病院長 

理事 影山 幸雄 令和 4 年 4 月 1 日 

～ 令和 6 年 3 月 31 日 

がんセンター 

病院長 

平成19年 4月 

 埼玉県立がんセンター 泌尿器科長 

平成27年 4月 

 埼玉県立がんセンター 副病院長 

令和 4年 4月 

 埼玉県立がんセンター 病院長 

理事 岡 明 令和 3 年 4 月 1 日 

～ 令和 5 年 3 月 31 日 

小児医療センター 

病院長 

平成21年 4月 

杏林大学医学部 教授 
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平成25年 4月 

東京大学大学院医学系研究科 教授 

令和 2年 4月 

埼玉県立小児医療センター 病院長 

理事 長尾 眞理子 令和 3 年 4 月 1 日 

～ 令和 5 年 3 月 31 日 

精神医療センター 

病院長 

平成17年 8月 

医療法人和会 武蔵台病院 精神科部長 

平成21年 4月 

埼玉県立精神医療センター 副病院長 

平成26年 4月 

埼玉県立精神医療センター 病院長 

理事 竹田 幸博 令和 3 年 10 月 1 日 

～令和 5 年 9 月 30 日 

経営担当 平成27年 4月 

滋賀医科大学 理事 

平成29年 4月 

高知大学 理事 

平成31年 4月 

一般社団法人 日本呼吸器学会 事務局長 

 

監事 須田 清 令和 3 年 4 月 1 日 

～理事長の任期の末日を含む事業

年度についての財務諸表の承認の日

まで 

 平成12年 4月 

関東弁護士会連合会副理事長 

平成14年 4月 

大東文化大学法科大学院教授 

平成18年11月 

ＮＰＯ法人市民生活安全保障研究会代表理事 

監事 松本 正一郎 令和 3 年 4 月 1 日 

～理事長の任期の末日を含む事業

年度についての財務諸表の承認の日

まで 

 平成17年 8月 

日本公認会計士協会公会計委員会 

地方公共団体監査専門部会長 

平成23年 4月 

東京都包括外部監査人 

平成28年 6月 

東京都監査委員 

 

② 会計監査人の名称 

EY新日本有限責任監査法人 
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（３） 職員の状況 

 常勤職員は令和5年3 月31日現在2,487人（前事業年度末比11人減）であり、平均年齢は38.4歳（前年度38.2歳）となっています。このうち、本部等への埼玉県からの

出向者は134人です。 

 また、非常勤職員数は令和5年3 月31日現在635人となっています。 

 

（４） 重要な施設等の整備等の状況 

 該当なし 

 

（５） 純資産の状況 

① 純資産の状況 

 

 

② 目的積立金の取崩内容等 

該当なし 

 

（単位：百万円）

期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

設立団体出資金 17,790 0 0 17,790

計 17,790 0 0 17,790

資本剰余金 167 167 334

　運営費負担金 167 167 0 334

計 167 167 0 334

目的積立金 0 1,881 0 1,881

当期末処分利益
（又は当期未処理損失）

1,881 450 1,881 450

計 1,881 2,331 1,881 2,331

19,838 2,498 1,881 20,455

※百万円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しないことがある。 

利益剰余金
（又は繰越欠損金）

純資産合計

資本金

資本剰余金

区分



36 

 

（６） 財源の状況 

当法人の経常収益は64,036百万円で、その内訳は、医業収益44,050百万円、運営費負担金収益14,873百万円、補助金等収益4,205百万円、その他経常収益908百万円とな

っています。 

また、事業に要した経常費用は63,512百万円で、その内訳は、医業費用59,176百万円、一般管理費793百万円、財務費用429百万円、その他経常費用3,114百万円となっ

ています。 

 

（７）社会及び環境への配慮等の状況 

埼玉県立病院機構は、埼玉県地球温暖化対策推進条例（平成２１年３月３１日条例第９号）に基づく地球温暖化対策計画を策定し、温室効果ガスの排出量の削減に取り組ん

でいます。 

また、仕事と育児・介護の両立や障害者雇用の促進、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に取り組むとともに、地域の医療従事者を対象とした公開研修や住民を対

象としたセミナーを実施する等、社会貢献活動を推進しています。 
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８ 業務運営上の課題・リスク及びその対応策 

（１） リスク管理の状況 

埼玉県立病院機構では、令和３年度に定めた「地方独立行政法人埼玉県立病院機構リスク管理規程」でリスク管理に関して必要な事項を定め、リスクの顕在化の抑制及びリ

スクが顕在化した場合の損失の最小化に取り組んでいます。 

リスク管理体制として、内部統制統括責任者及び内部統制推進責任者が、所管する法人又は病院におけるリスク管理を指揮監督しています。また、リスク管理の検討・審議

をするためリスク管理委員会を設置し、その事務に当たっています。 

その他、「地方独立行政法人埼玉県立病院機構内部通報及び外部通報に関する規程」で、内部統制役員による外部通報・内部通報制度の活用等内部統制システムの確立を進め

ています。 

 

（２） 業務運営上の課題・リスク及びその対応策の状況 

埼玉県立病院機構は、県民に直接サービスを提供する４病院を中心にして、医療の提供、医療に関する調査及び研究、並びに技術者の研修等の業務を行うことにより法人の

目的（地方独立行政法人埼玉県立病院機構定款第１条）を達成します。このため、埼玉県立病院機構におけるリスクは、この法人の目的を阻害する要因である①業務の有効性

及び効率性を阻害するもの、②事業活動に係る法令等の遵守を阻害するもの、③資産の保全を阻害するもの、④財務報告等の信頼性を阻害するもの及び⑤その他定款第１条の

目的の達成を阻害するものと定めています。 

 また、法人に著しい損害を及ぼすリスクの顕在化が認められるときは、内部統制責任者に速やかに報告し、対処方針の策定及びこれを解決するために必要な体制を確保し、

迅速に措置することとなっています。 

 その他、機構本部で医療事故、情報システム、災害発生時の体制整備等のリスク及び各病院で実施する各種委員会で現場のリスクについて検討審議等を実施しています。 
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９ 業績の適正な評価の前提情報 

（１） 埼玉県立病院機構 

埼玉県立病院機構は、埼玉県の医療政策として必要とされる高度専門医療等を提供するとともに、地域との連携により県内の医療水準の向上に貢献し、もって県民の健康の

確保及び増進に寄与することを目的に、地方独立行政法人法に基づき、令和３年４月に埼玉県が 100％出資して設立した法人で、埼玉県知事から、地方独立行政法人制度の特

長であるガバナンス、人材確保、財務面などの優位性を最大限に活かし、埼玉県立病院機構が達成すべき業務運営の目標や方向性を示す中期目標を指示されています。 

埼玉県立病院機構では、それぞれ専門性を有する４つの県立病院を運営し、県民の方々へがんや脳疾患、心疾患、救急、小児、精神などの高度専門・政策医療を提供してい

ます。 
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（２） 循環器・呼吸器病センター 

循環器・呼吸器病センターは、昭和29年に設立された小原療養所を前身とし、平成６年より埼玉県北部医療圏の循環器系・呼吸器系疾患の高度専門医療を提供する役割を担

っている病院です。現在は心疾患、大血管疾患、脳血管疾患、呼吸器疾患等に対する急性期医療、高度専門、政策医療を提供しています。 

近年では、ハイブリット手術室を備えた新館棟開設、ICU 系病床の拡大や腎・透析センターの開設、脳血管診療体制の強化による脳神経センターの開設など、県北に必要な

医療機能の充実を図っています。 

また、地域医療連携やチーム医療活動を推進し、地域医療支援病院として埼玉県北部地域の医療サービスの強化に努めています。 
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（３） がんセンター 

がんセンターは、埼玉県民のがん克服の期待を担い、昭和50年の開設以来、数度にわたる増床を経て、平成25年12月に503床へと増床し、埼玉県のがん医療の中核病棟とし

て貢献してきました。 

 平成20年には「都道府県がん診療連携拠点病院」の指定を受け、県内13か所の「地域がん連携拠点病院」及び12か所の「埼玉県がん診療指定病院」とともに地域の医療機

関と連携して県内のがん医療の向上と均てん化を図っています。 

 がんセンターはがん治療の３つの柱である手術・放射線・化学療法など先進のがん医療の提供とがんと診断を受けたときからの緩和ケアの提供を進めています。また、手術

支援ロボット「ダヴィンチ」の導入、PET-CTの導入、高精度放射線治療、治験、臨床試験で進む新規化学療法・治療法の開発・導入を行っています。更に、がんゲノム医療拠

点病院として「がんゲノム医療」の推進に力を入れています。また、地域における継ぎ目のない医療と介護を提供するため、患者や家族、地域を含めたチーム医療を推進して

います。 
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（４） 小児医療センター 

小児医療センターは、「For the future, for the children －こどもたちの未来は私たちの未来－」を理念に開設された小児専門の３次医療機関です。 

 診療科には内科系・外科系の各科をはじめ、遺伝科、精神科、放射線科、病理診断科、保健発達部などがあり、総合医療施設として小児のあらゆる疾患に対応し、埼玉県内

における小児医療の最後の砦として、救急疾患や複合疾患のある患者の診療にあたっています。 

 また、在宅医療をしている患者が受診しやすい環境を整えている他、通学できない子どもたちのために、県立けやき特別支援学校を併設しています。 

 平成25年には「小児がん拠点病院」に全国15施設の1つとして指定されました。同年に「地域連携・相談支援センター」を院内に新設し、地域医療機関と連携しながら患

者と家族が安心して適切な医療が受けられる環境を整備しています。 

 平成28年度にはさいたま新都心へ移転し、周産期医療体制の整備、救急医療体制の充実のため総合周産期母子医療センター・小児救命救急センターを開設しました。 
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（５） 精神医療センター 

精神医療センターは、平成２年の開設以来、地域の医療機関との役割分担を図り、平成18年度には児童・思春期病棟30床、埼玉県精神科救急医療事業の補完的役割を担う

精神科急性期病棟50床を増床し、平成23年度には医療観察法指定入院病棟33床を開設しました。 

現在は、依存症医療、精神科救急医療、児童・思春期精神科医療、司法精神医療に重点をおいて診療を実施しています。 

埼玉県唯一の県立精神科病院としての役割を果たすべく、精神科の24時間救急、依存症対策、児童思春期への対応及び医療観察法病棟の設置等により、民間では治療困難、

処遇困難な精神疾患患者を多く受け入れています。 
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１０ 業務の成果と使用した資源との対比 

（１） 令和４年度の業務実績とその自己評価 

各業務の具体的な取り組み結果の概要については、次のとおりです。詳細につきましては、業務実績報告書（https://www.saitama-pho.jp/documents/1465/reiwa4gyoumuhy

ouka.pdf）を御覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目名 評価 S A B C D

1 高度専門・政策医療の持続的提供と地域医療への貢献 A 21 62 14 4 1

2 患者の視点に立った医療の提供 A 8 35 7 0 0

3  安全で安心な医療の提供 A 6 21 1 0 0

1 優れた経営体に向けた組織づくり B 0 18 2 0 0

2 人材の確保と資質の向上 A 0 18 0 0 0

3 経営基盤の強化 B 3 24 10 0 0

1 予算（令和４年度） A 0 1 0 0 0

2 収支計画（令和４年度） A 0 1 0 0 0

3 資金計画（令和４年度） A 0 1 0 0 0

（経常収支比率） （A） 0 1 0 0 0

（医業収支比率） （B） 0 0 1 0 0

【大項目４】県の保健医療行政
への協力と災害発生時の支援

－ B 0 5 1 0 0

1 法令・社会規範の遵守 A 0 2 0 0 0

2 計画的な施設及び医療機器の整備 A 0 2 0 0 0

3 埼玉県精神医療センター建替えの検討 A 0 1 0 0 0

38 192 36 4 1

(14.0%) (70.8%) (13.3%) (1.5%) (0.4%)

【大項目３】予算（人件費の見
積もりを含む。）、収支計画及
び資金計画

【大項目５】その他業務運営に
関する重要事項

合   計
（割合）

【大項目２】業務運営の改善及
び効率化に関する目標を達成す
るためとるべき措置

大項目
小項目 R4年度計画記載事項に対する自己評価数

【大項目１】県民に対して提供
するサービスその他の業務の質
の向上に関する目標を達成する
ためとるべき措置
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（注）評価区分 

Ｓ：年度計画を大幅に上回って達成している 

Ａ：年度計画を達成している 

Ｂ：年度計画を概ね達成している 

Ｃ：年度計画を下回っており改善の余地がある 

Ｄ：年度計画を大幅に下回っており大幅な改善が必要である 

 

 

（２） 当中期目標期間における県知事による過年度の総合評定の状況 

区分 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

評定 

全体として中期目標の達

成に向けておおむね順調

な進捗状況にある。 

－ － － － 
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１１ 予算と決算との対比 

 

予算額と決算額の差額の説明 

① 患者数の減に伴う減 

② 新型コロナウイルス感染症対応に係る補助金収益の増 

③ 患者数の減に伴う減 

④ 一部改修工事を繰り越したことなどによる減 

⑤ 一部改修工事を繰り越したことなどによる減 

⑥ 患者数の減に伴う減 

⑦ 費用の縮減及び契約差金等による減 

⑧ 一部改修工事を繰り越したことなどによる減 

詳細につきましては、決算報告書（https://www.saitama-pho.jp/documents/1068/reiwa4kessanhoukokusyo.pdf）を御覧ください。 

（単位：百万円） （単位：百万円）

予算額 決算額 差額理由 予算額 決算額 差額理由

63,752 63,640 64,847 62,530

48,233 44,184 ① 63,630 61,698

14,705 14,652 給与費 27,408 27,337

その他営業収益 814 4,804 ② 材料費 19,347 17,531 ⑥

857 553 経費 10,841 10,837

229 221 減価償却費 5,552 5,602

628 332 ③ 研究研修費 482 392

0 0 1,217 832 ⑦

17,120 16,603 0 0

13,981 13,706 ④ 1,145 1,126

2,880 2,781 17 74

259 116 ⑤ 19,925 19,478

0 0 3,342 2,985 ⑧

81,729 80,796 16,583 16,493

0 0

0 0

85,934 83,208

医業収益

運営費負担金収益

営業外収益

運営費負担金収益

（注）計数は端数をそれぞれ四捨五入している。

区分

その他の収入

計

その他営業外収益

臨時利益

資本収入

長期借入金

運営費負担金収入

その他資本収入

区分

収入

営業収益

支出

営業費用

医業費用

一般管理費

その他営業費用

その他の支出

計

（注）計数は端数をそれぞれ四捨五入している。

営業外費用

臨時損失

資本支出

建設改良費

償還金

その他資本支出
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１２ 財務諸表 

 それぞれの詳細につきましては、財務諸表（https://www.saitama-pho.jp/documents/1068/reiwa4zaimusyohyou.pdf）を御覧ください。 

（１） 貸借対照表 

 

（単位：百万円）

資 産 の 部 金　額 負 債 の 部 金　額

固定資産 84,178 固定負債 77,790

有形固定資産 80,228 資産見返負債 3,900

無形固定資産 1,547 長期借入金 15,073

投資その他資産 2,403 移行前地方債償還債務 48,738

流動資産 28,685 退職給付引当金 9,500

現金及び預金 15,259 資産除去債務 169

未収金 12,681 リース債務 410

貸倒引当金 △ 37 流動負債 14,617

棚卸資産 756

前払費用 16

その他 10

未払金 5,045

預り金 262

賞与引当金 1,624

その他 57

負債合計 92,408

純資産の部 金　額

資本金 17,790

資本剰余金 334

利益剰余金 2,331

純資産合計 20,455

資産合計 112,863 負債・純資産合計 112,863

※百万円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しないことがある。 

　 １年以内返済予定移行前
   地方債償還債務

6,160

　 １年以内返済予定長期借
   入金

1,294

   １年以内支払予定リース
   債務

175
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（２） 行政コスト計算書 

 
 

（３） 損益計算書 

 

（単位：百万円）

科 目 金　額

Ⅰ 損益計算書上の費用 63,586

医業費用 59,176

一般管理費 793

営業外費用 3,543

臨時損失 74

Ⅱ 行政コスト 63,586

※百万円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しないことがある。 

（単位：百万円）

科 目 金　額

経常収益（Ａ） 64,036

医業収益 44,050

運営費負担金収益 14,873

補助金等収益 4,205

その他経常収益 908

経常費用（Ｂ） 63,512

医業費用 59,176

一般管理費 793

財務費用 429

その他経常費用 3,114

経常損益（Ａ－Ｂ） 524

臨時損益（Ｃ） △ 74

当期純損益（Ａ－Ｂ＋Ｃ） 450

※百万円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しないことがある。 
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（４） 純資産変動計算書 

 
 

（５） キャッシュ・フロー計算書 

 

（単位：百万円）

目的積立金
当期末処分利益

（又は当期未処理損失）

当期首残高 17,790 167 － 1,881 19,838

当期変動額 － 167 1,881 △ 1,431 617

　移行前地方債償還債務の償還 167 167

　利益処分による積立 1,881 △ 1,881 －

　当期純利益（又は当期純損失） 450 450

当期末残高 17,790 334 1,881 450 20,455

※百万円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しないことがある。 

純資産合計

利益剰余金（又は繰越欠損金）

資本金 資本剰余金

（単位：百万円）

科 目 金　額

Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー（Ａ） 4,779

材料の購入による支出 △ 17,484

人件費支出 △ 27,621

その他の業務支出 △ 10,908

医業収入 43,347

運営費負担金収入 12,428

その他の業務収入 5,434

利息受取額 0

利息支払額 △ 418

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー（Ｂ） △ 2,802

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー（Ｃ） △ 2,940

Ⅳ 資金増加額（又は減少額）（Ｄ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ） △ 964

Ⅴ 資金期首残高（Ｅ） 13,222

Ⅵ 資金期末残高（Ｆ＝Ｄ＋Ｅ） 12,259

※百万円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しないことがある。 
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１３ 財政状態及び運営状況の法人の長による説明情報 

（１） 貸借対照表 

（資産合計） 

令和4年度末現在の資産合計は、112,863百万円となっています。固定資産の額が84,178百万円、流動資産の額が28,685百万円となっています。 

 

（負債合計） 

令和4年度末現在の負債合計は、92,408百万円となっています。固定負債の額が77,790百万円、流動負債の額が14,617百万円となっています。 

 

（純資産合計） 

令和4年度末現在の純資産合計は、20,455百万円となっています。令和4年度決算で450百万円の当期未処分利益が生じたことなどにより増加しています。 

 

（２） 行政コスト計算書 

令和4年度の行政コストは、63,586百万円となっています。医業費用が59,176百万円、一般管理費が793百万円、営業外費用が3,543百万円、臨時損失が74百万円です。 

 

（３） 損益計算書 

（経常収益） 

令和4年度の経常収益は、計画比406 百万円減の64,036 百万円となっています。主な要因として新型コロナウイルス感染症患者の受入れに伴い、患者数が減少したことに

より医業収益が計画比で4,062百万円減の44,050百万円となった一方で、補助金等収益が計画比4,023百万円増の4,205百万円となったことなどが挙げられます。 

 

（経常費用） 

令和4年度の経常費用は、計画比2,315 百万円減の63,512 百万円となっています。主な要因として新型コロナウイルス感染症患者の受入れに伴い、患者数が減少したこと

により材料費が計画比1,647百万円減の15,941百万円となったこと、一般管理費が計画比352百万円減の793百万円となったことなどが挙げられます。 

 

（当期総利益） 

上記経常損益の状況に固定資産の除却損及びその他臨時損失74百万円を計上した結果、令和4年度の総利益は計画比1,852百万円増の450百万円となっています。 
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（４） 純資産変動計算書 

 令和4年度の純資産は、資本剰余金が167百万円増加、利益剰余金が450百万円増加した結果、20,455百万円となっています。 

 

（５） キャッシュ・フロー計算書 

（業務活動によるキャッシュ・フロー） 

令和4年度の業務活動によるキャッシュ・フローは、計画比2,488百万円増の4,779百万円となっています。 

主な要因として、新型コロナウイルス感染症による補助金を受け入れた影響などにより、その他の業務収入が計画比4,625百万円増の5,434百万円となった一方で、新型コ

ロナウイルス感染症患者受入れの影響で医業収入が計画比4,886百万円減の43,347百万円となったこと、材料の購入による支出が計画比1,863百万円減の17,484百万円とな

ったことなどが挙げられます。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

令和4年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、計画比2,599百万円減の△2,802百万円となっています。 

主な要因として、法人の資金需要を勘案し、充分な運転資金の確保を前提に余裕金の運用を行ったこと及び無形固定資産の取得に係る支出が増加したことにより、その他の

投資活動による支出が計画比4,085百万円増の4,085百万円となったことなどが挙げられます。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

令和4年度の財務活動によるキャッシュ・フローは計画比338百万円減の△2,940百万円となっています。 

主な要因として、一部改修工事を繰り越したことなどにより、長期借入れによる収入が計画比275百万円減の13,706百万円となったことなどが挙げられます。 
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１４ 内部統制の運用に関する情報 

内部統制の主な実施状況は、次のとおりです。 

 

＜内部統制の運用（業務方法書第６条、第１０条、第１１条、第１５条、第１６条）＞ 

埼玉県立病院機構は、役員（監事を除く。）の職務の執行が地方独立行政法人法、他の法令、埼玉県の条例若しくは規則又は定款に適合することを確保するための体制、その

他業務の適正を確保するための体制を整備することを目的として、内部統制委員会及びリスク管理委員会を整備し内部統制システムの充実・強化を進めています。 

また、「地方独立行政法人埼玉県立病院機構内部通報及び外部通報に関する規程」に基づき、通報制度を整備し、通報者の保護を図るとともに、通報の受付・調査等必要な対

応を実施することにより、通報制度を適切に運用しています。 

 

＜監事監査・内部監査（業務方法書第１４条、第１５条）＞ 

 監事は、埼玉県立病院機構の業務及び会計に関する監査を行います。監査結果報告書を理事長に提出し、理事長は報告書に指摘事項があるときは、速やかに是正又は改善措

置を講じ、その結果を監事に通知しなければいけないこととしています。 

 

監事監査の実施状況 

・定期監査（期中、期末） 

・年度計画指標達成状況等についての事業実績ヒアリング（上半期、通期） 

・実地監査（４病院） 

 

また、内部監査では本部及び各病院を対象として原則として年１回の監査を実施し業務の適正化を図っています。 

 

＜入札及び契約に関する事項（業務方法書第１７条）＞ 

契約事務の適切な実施等を目的として、「地方独立行政法人埼玉県立病院機構契約業者選定委員会要綱」を定め、「業者選定委員会」を設置しています。要綱で規定する、執

行予定額が1億5,000万円以上の建設工事の請負など、業者選定委員会へ諮ることで適正な契約事務を実施しています。 

 

＜予算の適正な配分（業務方法書第１８条）＞ 

運営費交付金を原資とする予算の配分が適正に実施されることを確保するための体制整備及び評価結果を法人内部の予算配分等に活用する仕組みを整備しています。 
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１５ 法人の基本情報 

（１） 沿革 

令和３年４月 「地方独立行政法人埼玉県立病院機構」設立 

 

（２） 設立根拠法 

地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号） 

 

（３） 設立団体 

埼玉県 

 

（４） 組織図 

 

監事（２人）

小児医療

センター

精神医療

センター

理事⾧

副理事⾧

理事

本部

役員

循環器・呼吸器

病センター
がんセンター
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（５） 本部・病院の所在地 

①  本部 

本部                    ：埼玉県北足立郡伊奈町大字小室818 

 

②  病院 

埼玉県立循環器・呼吸器病センター ：埼玉県熊谷市板井1696 

埼玉県立がんセンター       ：埼玉県北足立郡伊奈町大字小室780 

埼玉県立小児医療センター     ：埼玉県さいたま市中央区新都心1-2 

埼玉県立精神医療センター     ：埼玉県北足立郡伊奈町大字小室818-2 

 

（６） 主要な財務データの経年比較 

 

(単位：百万円)

令和３年度 令和４年度

経常収益 64,532 64,036

経常費用 62,647 63,512

当期総利益 1,881 450

資産 114,061 112,863

負債 94,223 92,408

利益剰余金 1,881 2,331

業務活動によるキャッシュフロー 1,708 4,779

投資活動によるキャッシュフロー 1,769 △ 2,802

財務活動によるキャッシュフロー △ 4,415 △ 2,940

資金期末残高 13,222 12,259
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（７）翌事業年度に係る予算、収支計画及び資金計画 

【予算（令和５年度）】 

（単位：百万円） 

 
（注１）計数は端数をそれぞれ四捨五入している。 

（注２）期間中の診療報酬改定、給与改定及び物価変動は考慮していない。 

区分 金額 
収入  

 営業収益 66,079 

 医業収益 50,706 

運営費負担金収益 14,470 

その他営業収益 903 

営業外収益 821 

 運営費負担金収益 228 

その他営業外収益 593 

臨時利益 0 

資本収入 7,304 

 長期借入金 4,275 

運営費負担金収入 2,920 

その他資本収入 109 

その他の収入 0 

計 74,204 

支出  

 営業費用 68,411 

 医業費用 67,054 

 給与費 28,319 

材料費 20,124 

経費 12,959 

減価償却費 5,113 

研究研修費 539 

一般管理費 1,357 

その他営業費用 0 

営業外費用 1,127 

臨時損失 30 

資本支出 10,270 

 建設改良費 2,816 

償還金 7,454 

その他資本支出 0 

その他の支出 0 

計 79,838 
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【収支計画（令和５年度）】 

（単位：百万円） 

 

（注１）計数は端数をそれぞれ四捨五入している。 

  （注２）期間中の診療報酬改定、給与改定及び物価変動は考慮していない。 

 

区分 金額 
収入 66,728 

 営業収益 65,955 

 医業収益 50,582 

運営費負担金収益 14,470 

その他営業収益 903 

営業外収益 773 

 運営費負担金収益 228 

その他営業外収益 545 

臨時利益 0 

支出 69,395 

 営業費用 65,347 

 医業費用 64,071 

 給与費 28,302 

材料費 18,294 

経費 11,872 

減価償却費 5,113 

研究研修費 490 

一般管理費 1,276 

その他営業費用 0 

営業外費用 4,018 

臨時損失 30 

純損益 △2,667 
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【資金計画（令和５年度）】 

（単位：百万円） 

 
（注１）計数は端数をそれぞれ四捨五入している。 

（注２）期間中の診療報酬改定、給与改定及び物価変動は考慮していない。 

 

 それぞれの詳細につきましては、令和５年度年度計画（https://www.saitama-pho.jp/documents/1029/reiwa5nendokeikaku.pdf）を御覧ください。 

区分 金額 
資金収入 71,220 

 業務活動による収入 63,916 

 診療活動による収入 50,706 

運営費負担金による収入 12,425 

その他の業務活動による収入 785 

投資活動による収入 3,029 

 運営費負担金による収入 2,920 

その他の投資活動による収入 109 

財務活動による収入 4,275 

 長期借入れによる収入 4,275 

その他の財務活動による収入 0 

資金支出 73,373 

 業務活動による支出 63,103 

 給与費支出 28,073 

材料費支出 20,124 

その他の業務活動による支出 14,906 

投資活動による支出 2,816 

 有形固定資産の取得による支出 2,816 

その他の投資活動による支出 0 

財務活動による支出 7,454 

 移行前地方債償還債務の償還による支出 6,160 

長期借入金の返済による支出 1,294 

その他の財務活動による支出 0 

当事業年度における資金収支 △ 2,153 

 


